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第9編 入国事前審査

第1章 総則

第1節 在留資格認定証明書制度

入管法第7条の2の在留資格認定証明書制度は、「短期滞在」及び「永住者」を除く在

留資格について、本邦に上陸しようとする外国人又はその代理人から施行規則第6条の2

に定めるところによりあらかじめ申請があった場合に、当該外国人が本邦において行おう

とする活動が虚偽のものでなく、入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は入管法別表第2

の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当すること（在

留資格該当性）並びに入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうと

する者に係る法務省令で定める基準に適合すること（上陸許可基準適合性）について事前

に審査を行い、入管法第7条第1項2号に掲げるこれらの条件に適合すると認めるときに

在留資格認定証明書を交付するものである。

この証明書を所持する者については、在外公館における査証発給手続及び空港等におけ

る上陸審査手続の簡易・迅速化が図られる。

第2節 査証事前協議制度

在外公館において査証の発給を受けた外国人は、出入国港において入国審査官から上陸

許可を受けなければ本邦に上陸することはできないところ、査証発給に係る審査と上陸許

可に係る審査が相違することは好ましくないことから、両者の調整を図るため、査証申請

を行った外国人のうち一定の者に関し、査証発給の可否について外務省から協議を受け、

この協議に対し上陸のための条件への適合性の有無を判断した上で同省に回答している。

これを査証事前協議制度という。

なお、査証事前協議のあった事案に関する事実認定に際しては、上陸特別許可に係るも

のを除き、入管法第59条の2の規定に基づき、公務所への照会等を行うことはできない

ことに留意する必要がある。

第2章 在留資格認定証明書事務

第1節 日日請の受付

- ]I-



第9編 入国事前審杳

第1 受付庁

在留資格認定証明書の交付申請の受付に関する事務は、次の場所を管轄又は分担する地

方局等及び出張所において行う。

1 管轄又は分担区域の基準となる場所

（1）本邦に上陸しようとする外国人（以下「申請本人」という。）が申請する場合

申請本人の住所地

（注）管轄又は分担区域外の申請であっても、申請人の住所地を管轄する地方局等又は出

張所への交通が著しく不便である場合は、当該申請を受付することができる。

（2）代理人が申請する場合 、

次の表の「代理人」に対応する「場所」の項に掲げる所在地等

場 所代 理 人在留資格

当該機関の所在地在日大使館、公使館、領事館又は国際

機関の職員

申請本人と同一の世帯に属することと

なる家族の構成員

｢外交」

｢公用」

当該構成員の住居地

当該機関の所在地申請本人と契約を締結している本邦の

公私の機関の職員

研究又は教育活動を行う教育機関の職

員

｢教授」

｢教育」

当該機関の所在地外国の宗教団体の支部その他本邦の関

係宗教団体の職員又は申請本人と契約

を締結している本邦の公私の機関の職』

員

｢宗教」

当該機関の所在地申請本人と契約を締結している機関又

は申請本人が所属することとなる本邦

の機関の職員

｢芸術」

｢報道」

｢法律・会計業務」

｢医療」

申請本人が経営を行い又は管理に従事

する本邦の事業所の職員

当該機関の所在地｢高度専門職1号ハ」

申請本人が経営を行い又は管理に従事 当該機関の所在地

する本邦の事業所の職員

｢経営・管理」

－2－



第9編 入国事前審査

申請本人が経営を行い又は管理に従事

する事業の本邦の事業所を新たに設置

する場合にあっては、当該本邦の事業

所の設置について委託を受けている者

（法人である場合にあっては、その職

員）

当該機関の設置について

委託を受けている者の住

所地（法人である場合

は、その法人の所在地）

申請本人と契約を締結している本邦の

公私の機関の職員

「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号ロ」

「研究」「技術・

人文知識・国際業務」

「介護」「技能」

当該機関の所在地

当該機関の所在地申請本人が転勤する本邦の事業所の職

員

｢企業内転勤」

契約機関（契約機関がないときは、申

請本人を招へいする本邦の機関）又は

申請本人が所属して芸能活動を行うこ

ととなる本邦の機関の職員

当該機関の所在地｢興行」

企業単独型実習実施者の職員 当該実施者の所在地

ｊ
ｊ

ｊ

イ
イ

イ

号
号

号
１

２
３

第
第

第
習

習
習

実
実

実
能

能
能

技
技

技
－

ｒ
ｒ

当該団体の所在地監理団体の職員

Ｊ
ｊ

Ｊ

ロ
ロ

ロ

号
号

号
１

２
３

第
第

第
習

習
習

実
実

実
能

能
能

技
技

技
ｒ

ｌ
ｒ

特定技能所属機関の職員 当該機関の所在地｢特定技能1号」

｢特定技能2号」

申請本人が所属して学術上又は芸術上

の活動を行うこととなる機関の職員

親族

申請本人を指導する専門家

当該機関の所在地｢文化活動」

当該親族の住居地

当該専門家の住所地

-3－



第9編 入国事前審査

当該機関の所在地申請本人を受け入れる又は申請本人が｜

教育を受ける機関の職員

申請本人に対して奨学金を支給する機‘

関その他申請本人の学費又は滞在費を

支弁する機関の職員

学生交換計画を策定した機関の職員 ｜

申請本人の学費又は滞在費を支弁する

者

親族

｢留学」I

当該支弁する者の住所地

I

当該親族の住居地

当該機関の所在地申請本人を受け入れる機関の職員｢研修」

扶養者

親族

扶養者の在留資格認定証明書交付申請

の代理人

当該扶養者の住居地

当該親族の住居地

扶養者に係る申請の場合

と同じ

｢家族滞在」

告示3号又は4号

①申請本人と同一の世帯に属すること ①当該機関の所在地

となる家族の構成員が所属する機関の

職員

②申請本人と同一世帯に属することと ②当該構成員の住居地

なる家族の構成員

告示7号、18号、19号、23号、24号、

30号、31号、33号、34号、38号、39

号、高度人材外国人の扶養を受ける配‘

偶者又は子、就労する配偶者、高度人

材外国人又はその配偶者の親

③扶養者 ③当該扶養者の住居地

④親族 ④当該親族の住居地

⑤扶養者の在留資格認定証明書交付申 ⑤扶養者に係る申請の場

請の代理人 合と同じ

告示25号

⑥申請本人が入院する本邦の病院若し ⑥当該病院若しくは診療

くは診療所の職員 所の所在地

｢特定活動」

－41－



第9編 入国事前審査

⑦親族 ⑦当該親族の住居地

告示26号

⑧告示25号に該当する活動を行おうと ⑧当該者の住居地

する者

⑨告示25号の在留資格認定証明書交付 ⑨告示25号に係る申請の

申請の代理人 場合と同じ

~~．~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~ ~て~~-----------------~-------…‐
告示32号、告示35号

⑩国土交通大臣が認定した特定監理団 ⑩特定監理団体の所在地

体の職員

上記以外

⑪申請本人が所属して法務大臣が指定 ⑪当該機関の所在地

した活動を行うこととなる機関の職員

⑫申請本人を雇用する者 ⑫当該雇用する者の住所

地
|’

｜
｜
'

｜
'’ 当該親族の住居地親族居住資格

(注1）「経営・管理」に係る代理人である「本邦の事業所の設置について委託を受けている

者」とは、経営者又は管理者が不在の間の事業所設置業務全般を任されている者が該当

する。

(注2）公立の小中学校に入学することを希望する者の場合、学校教育法施行令（昭和28年

政令第340号）第1条及び第6条に定めるところにより、申請本人が本邦に居住し、

住民基本台帳に登載された後、市（特別区を含む｡ 以下同じ。）町村の教育委員会が申

請本人の通学先を決定することから申請本人が居住する予定の市町村の教育委員会につ

いても公立の小中学校と同様に申請本人を受け入れる機関として扱う。

(注3）「家族滞在」に係る代理人である「扶養者の在留資格認定証明書交付申請の代理人」

は、扶養者と同時に在留資格認定証明書交付申請を行うときに加え、扶養者が既に本邦

に入国・在留している場合であっても代理申請を行うことができ、この場合、扶養者等

作成用1Rの「扶養者の署名」は、当該代理人が扶養者の通学先、勤務先又は所属機関

名、代表者氏名を記名することとなる。

(注4）大企業などで本社の他に多くの支店等がある場合、「申請人本人と契約をしている本

邦の公私の機関（特定技能所属機関も含む）」とは、原則として雇用契約等を締結して

いる本社等及び実際に申請人が稼働することとなる支店等を指すものであり《特別の事

画
、
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情がない限り、申請人が稼働することが予定されない支店等は含まない。

（3）取次申請の場合の管轄区域及び分担区域は、第2編｢代理・申請取次ぎ｣に定めるとこ

ろによる。

2 管轄区域及び分担区域

（1）地方局等の管轄区域

法務省組織令（平成12年政令第248号）第84条及び第86条（同令別表第3）

に定めるところによる。

（注）空港のみを分担する支局においては、当該空港に勤務する航空会社職員及びその家

族からの申請についてのみ管轄する。

（2）出張所の分担区域及び受付案件

ア 出張所の分担区域及び受付案件は第5章の別表のとおりとする。

（注1）地方局等の長は、出入国在留管理庁長官の承認を受けて、第5章の別表に定

める出張所の分担区域を変更することができる。

（注2）空港のみを分担する出張所においては、当該空港に勤務する航空会社職員及

びその家族からの申請についてのみ分担する｡

イ 地方局等の長は、出入国在留管理庁長官の承認を受けて、一部の出張所に関し、在

留資格認定証明書交付申請案件の全部又は一部の在留資格に係る申請を受付しないこ

とができる。

第2 申請

申請は、次に掲げる者が第1に掲げる地方局等又は出張所に出頭して行う。

1 申請本人

2 代理人又は申請本人の法定代理人

代理人は、施行規則別表第4において、各在留資格に応じ代理申請を行うことができる

者として定められている（本節第1の1（2）の表参照）。

（注）以下本章において、申請本人、代理人及び法定代理人を併せて「申請人」という。

3 申請取次者

施行規則第6条の2第4項の規定により適当と認められた公益法人の職員、弁護士又は

行政書士が申請書等を提出する場合は、申請人の出頭を免除することができる。

（注）申請取次ぎについては、第2編「代理・申請取次ぎ」参照。
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第2節 提示書類及び提出書類

第1

1

提示書類

申請本人が申請する場合

旅券及び在留カード（既に在留カードが交付されている場合に限る。）

代理人又は法定代理人が申請する場合

代理人又は法定代理人となる要件に適合する者であることを証する書類

(注1）本邦の機関の発行した身分証明書、健康保険証、戸籍謄本等をいう。

(注2）本邦に新たに事業所を設置して「経営・管理」の活動を行おうとする者が、本

邦の事業所の設置を委託した者を代理人とする場合にあっては、当該者が本邦事

業所の設置について業務全般を委託されていることが分かるもの（委託契約書

等）。

申請取次ぎの場合

申請取次者証明書又は届出済証明書

提出書類

申請書1通、写真1葉（施行規則別表第3の2に定める要件を満たしたもので、裏面に

名を記入したもの）のほか、施行規則別表第3に掲げる資料及びその他参考となるべき

2

3

第2

氏名を記入したもの）のほか、施行規則別表第3に掲げる資料及びその他参考となるべき

資料各一通を提出させる（施行規則第6条の2第2項、第12編「在留資格」参照）。

（注）提出書類のうち卒業証書等申請人において原本の返還を希望する書類については、

特に必要と認めて提出させる場合を除いて、受付時において原本と照合の上、写しを

提出させる。原本の提出を求めた場合には、処分時に返還する。

1 申請書

申請書は、申請本人1人につき1通提出させる。

（1）申請書の使用区分

在留資格認定証明書交付申請書（施行規則第6条の2，別記第6号の3様式）は、入

国目的に応じ、次のとおりとされている。

（注1）申請書は、申請人等作成用と所属機関等作成用又は扶養者等作成用が一組となっ

ている。

（注2）入国目的に応じて、3枚から8枚が一組となっている（申請人等作成用1裏面参

照。）。

（注3）高度専門職の申請については、次表の分類に加え本邦において行おうとする活動

に応じて「J」「K」「O」又は「U」のいずれかの申請書を使用しても差し支え
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ない。また、申請受付時に電算入力する際の種別については、使用する申請書様式

の種別を入力する。

申請本人が認定を受けて上陸しようとする在留資格申請書様式及び

FEI S上の種別

高度専門職1号イ、教育、教授I

芸術、文化活動』

宗教IK

高度専門職1号ロ、報道、研究（転勤）、企業内転勤L

高度専門職1号ハ、投資。経営M

高度専門職1号イ・ロ、研究、技術。人文知識・国際業務、介護、

技能、特定活動（特定研究等活動，特定情報処理活動）、特定活動

（本邦大学卒業者）

N

興行○

留学旧

研修Q

家族滞在、特定活動（特定研究活動等家族滞在）、特定活動(EP

A家族）、特定活動（本邦大学卒業者家族）

1割

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

※在留資格「定住者」に該当する全ての場合

DQ

外交、公用、法律・会計業務、医療、特定活動U

特定技能V

技能実習Y

（2）申請書記載上の留意点

ア 申請人に対し、各申請書様式1の裏面の「記載上の注意」に留意の上、記載するよ

う指導する。

イ 申請書の記載は次の要領による。

（ア）申請人等作成用及び共通事項

① 「国籍・地域」

日本国政府が承認した外国政府の発行した旅券を提示して上陸しようとする者

については、当該旅券の国籍・地域（入管法第2条第5号口に規定する地域）名
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’

を記載させる｡

また、日本国政府が承認した外国政府が自国民以外の者に発行する旅券（外国

人旅券）又はこれに代わる証明書を提示して上陸しようとする者については、当

該文書上に申請本人の国籍として記載された国の名称を記載させる。

（注1）入管法第2条第5号口に規定する地域については、「台湾」、「ヨルダ

ン川西岸地区及びガザ地区」が該当し、台湾旅券所持者又は台湾旅券の発

行を受けることが予定されている者については「台湾」、ヨルダン川西岸

地区及びガザ地区の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書の所持

者又は同文書の発行を受けることが予定されている者については「パレス

チナ」と記載させる。

（注2）香港SAR旅券所持者又は香港SAR旅券の発行を受けることが予定さ

れている者については、「中国（香港）」と記載させる。

なお、マカオSAR旅券所持者又はマカオSAR旅券の発行を受けるこ

とが予定されている者については、「中国（マカオ）」と記載させる。

（注3）英国海外市民旅券(BNO旅券）所持者又は英国海外市民旅券(B NO

旅券）の発行を受けることが予定さている者については、「英国（香港）」

と記載させる。

（注4）申請本人が所持して上陸しようとする旅券の国籍欄にBritishと記載さ

れている場合で、英国属領市民の身分を有しているときは、英国の次に当

該属領の名（例：「英国（バミューダ）」）を付記させる。

（注5）日本国籍以外の二つ以上の国籍を有する者については、上陸審査時に提

示する予定の国民旅券の国籍・地域名を記載させる。この場合、申請書の

国籍・地域欄の余白に、他に有する国籍・地域を付記させる。

（注6）国籍を有しない者又は国籍を有することが証明できない者については、

「無国籍」と記載させる。

② 「氏名」

以下に沿って氏名を記載させる。

なお、上陸許可に続いて在留カードを交付する場合、在留カードの氏名欄には、

原則として、旅券の身分事項欄の氏名情報を用いることとなるが、在留カードに

表記可能な文字数を超える場合（在留カードに表記可能な文字数はローマ字（い

わゆるアルファベット26文字をいう。以下同じ。）『『で、最大104文字。）に

は、在留カードに表記可能な文字数等について説明の上、第9編の2第3章第3
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節第1の1（2）ウに従い、氏名の調整を行う。

a 申請本人が旅券を所持している場合は、旅券に記載されているローマ字氏名

を記載させる。旅券にローマ字以外の文字が記載されている場合は、旅券身分

事項頁のMRZに表記された2行情報のローマ字部分を参考にして氏名を記載

させる（機械読取式旅券を所持していない場合には、第6編第2章第3節の2

第2の2（2）から（4）までに従って記載させる。）。

b 申請本人が旅券を取得していない場合は、提出する立証資料（可能な限り本

国の公的機関が発行するもの）に記載されたローマ字氏名を記載させる。

c 申請本人が旅券を取得していない場合で、立証資料にローマ字氏名の記載が

ない場合（後記dの場合を除く。）には、ローマ字氏名が分かる資料の追完を

求める。

d 申請本人が旅券の取得をしておらず、かつ、立証資料に漢字氏名のみ記載の

場合で、中国等申請本人の国籍・地域において、公的資料で氏名に漢字が使用

されているときは、当該立証資料に記載された漢字氏名を記載させる。

なお、ローマ字氏名によらず、漢字氏名によりFEISに登録するときは、

カナの入力が必須であるので、外国人姓名漢字統一読み要領に留意し、正しく

入力する。

③ 「出生地」及び「本国における住所地」

国名及び都市名を記載させる。この場合において、本国に住所地を有しない者

については、本国以外で通常居住する国（地域）名及び都市名を記載させる。

④ 「日本における連絡先」

本邦に申請本人が居住することを予定する住所がある場合には当該住所を、な

い場合には招へい機関の所在地及び名称を記載させる。

⑤ 「旅券」

旅券の発給を受けている場合に記載させる。

（注）外国人旅券所持者についても記載させる。この場合、外国人旅券で発行国

への再入国に期限のあるものを所持する者については、当該外国人旅券の有

､ 効期限を記載させた上で再入国期限を付記させる。

⑥ 「入国目的」

該当する入国目的に「し」印を付させる。

⑦ 「同伴者の有無」

同伴者があるときは、申請本人との続柄及び人数を記載させる。
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⑧ 「査証申請予定地」

申請本人が査証申請を行うことを予定している日本国大使館等の所在する都市

名（例：ロンドン）を記載させる。ただし、申請予定地が不明な場合にあっては、

申請本人が査証申請を行うことが見込まれる国名等を記載させる。

⑨ 「過去の出入国歴」

本邦に在留資格をもって出入国した経歴を有する場合には、その回数とともに

直近の入出国年月日を記載させる。

⑩ 「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものを含む。）

※交通違反等による処分を含む。」

犯罪を理由とする処分を受けたことがある場合には、罪名及び処分内容等を具

体的に記載させる。

「犯罪を理由とする処分」とは、刑事罰であるか行政罰であるかを問わず刑罰

（拘禁刑（懲役、禁銅を含む。）、罰金、拘留及び科料）を指し、「処分を受け

た」とは、刑の執行を受けたか刑の執行を猶予されたかを問わず、刑の言渡しを

受けこれが確定したことをいう。

なお、「交通違反等による処分」とは、交通取締法等の行政取締法規に違反し

たことを理由に科される刑罰を指し、過料や交通反則通告制度に基づく反則金及

び間接国税等の犯則事件に基づく通告処分などは含まれない。

⑪ 「申請人又は法定代理人若しくは入管法第7条の2第2項に規定する代理人」

実際に申請を行い又は申請取次者に申請書等の提出を依頼した申請本人、法定代

理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人について記載させる。

⑫ 申請人（代理人）の署名

前記⑪に係る申請人に署名させる。

⑬ 申請取次者等

申請取次者による申請の場合に必要事項を記載させる。

(イ）所属機関等作成用

① 「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名」

申請本人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名が必要である。ただし、

上場企業等一定の規模を有する企業等の場合で、事業部、人事部等が当該外国人

の入国・在留手続を担当しているときは、当該部長等の記名とすることができる。

所属機関が教育機関である場合については、学長、学部長（留学センター等が

留学生の在籍管理を行っている場合は当該センター長）等の記名が必要である。
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なお、公立の小中学校に入学を希望する者に係る申請において、申請書（所属

機関等作成用）を居住予定先の市町村の教育委員会の職員が作成した場合は、教

育長等の記名とすることができる。

② 「雇用保険適用事業所番号」

雇用保険適用事業所設置届を提出した際に受け取る「雇用保険適用事業所設置

届事業者控（適用事業所台帳）」等に記載されている事業所番号を記載させる。

なお、非該当事業所は記載させる必要はない。

③ 「業種」及び「職種」

就労資格について、「業種一覧」及び「職種一覧」の中から、主たる業種及び

職種を選択し、その番号を記載させる。

なお、該当する在留資格ごとに選択できる番号が指定されているため、その中

から選択させる。

④ 「活動内容詳細」

該当する在留資格に係る詳細な内容を記載させる。

なお、記載欄が不足する場合は、別紙（任意様式）を作成し、添付させる。

⑤ 「職業紹介事業者」又は「仲介業者又は仲介者」

在留資格「特定活動」等については、職業紹介事業者について記載させる。

また､､在留資格「留学」については、全ての教育機関への留学予定者に対して、

「仲介業者又は仲介者」を記載させる。

）扶養者等作成用

「家族滞在」に係る代理人である「扶養者の在留資格認定証明書交付申請の代理

人」は、扶養者と同時に在留資格認定証明書交付申請を行うときに加え、扶養者が

既に本邦に入国・在留している場合であっても代理申請を行うことができ、この場

合、扶養者等作成用1Rの「扶養者の署名」は、当該代理人が扶養者の通学先、勤

務先又は所属機関名、代表者氏名を記名することとなる。

）その他留意事項

(ウ）

(エ）その他留意事項

① 記載事項に該当がない場合

空欄にすることなく、「なし」の記載を求める。

（注）「～の場合に記入」とされている事項で、「～の場合」に該当しないな

ど、当然に記載の必要のない事項を除く。

（注）在留資格「教育」における「稼働先」について、単に「○○教育委員

会」と記載されていることが散見されるところ、稼働先が教育委員会であ
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れぱ「教育」の在留資格は決定できないことから、実際に勤務する教育機

関を明らかにするよう指導すること（稼働先が複数ある場合は、任意の別

紙に記載させて差し支えない。）。なお、派遣会社との契約に基づく活動

である場合、所属機関等作成用の記載項目は、「職務上の地位」や「給与

・報酬」等、契約機関のみが把握可能な情報が含まれていることから、申

請本人と直接契約を結んでいる派遣会社が作成する。

② 所属機関等作成用及び扶養者等作成用における「法人番号」欄

勤務先等が法人である場合には、国税庁が法人に対して指定した法人番号を記

載させる。

③ 記載事項の訂正及び未記載事項がある場合の対応

記載内容の訂正は、必ず申請書作成者が行う。また、未記載の事項がある場合、

又は署名がない場合には、未記載の事項への記載、署名を求めることとなるが、

このときも申請書作成者が行うこととなる。

ただし、誤字・日付の誤り等の軽微なものについては申請人に確認をした上で、

誤っている部分は訂正することなく正しい内容を書き加え、また、公知の事実に

該当する事項や添付資料を含む客観的な資料等から事実関係が明らかである事項

については申請人に確認をすることなく職権により正しい内容を書き加えて差し

支えない。

なお、正しい内容を書き加えるに当たっては、当局において書き加えた事実が

明らかとなるよう、朱書きの上、書き加えた部分を丸で囲むなどし、書き加えた

日、申請人に確認した旨及び確認した日等を記載しなければならない（定型句に

ついてはゴム印等を使用して差し支えない）。

また、所属機関の職員が申請に来訪している場合で、当該職員が所属機関等作

成用の様式の未記載項目を記載するとき又は記載事項を訂正するときは、申請書

作成者として記名している代表者でなくとも追記又は訂正させることとして差し

支えない。

（注）申請の際に、未記載の事項がある場合又は署名がない場合で、これらがな

されないときは、原則として、申請を受付することができない。ただし、再

度申請のために出頭することが人道上その他の事情により著しく困難である

旨の申し立てがあった場合には、統括審査官等に受付の可否を確認する。

（注）申請受付時において記載事項に訂正、削除等が必要であることが判明した

場合において、当該申請を取り次いだ行政書士等が該当部分を特定し、その
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付近の空白部分等に修正をした旨の表示があるときは、当該申請を受付して

差し支えない。この場合、修正を施した申請書の写しを当該行政書士等に手

交し、その申請書写しに「上記修正につき、事実に相違ありません。」等の

文言を付して申請人が署名した上で改めて提出させるものとする。

2 写真

提出する写真については施行規則別表第3の2に規定されており、次の条件を全て満た

すものとする。

なお、申請書の写真添付欄に直接印刷された写真の提出も認められる。

（1）写真のサイズ

縦4センチメートル、横3センチメートルとする。

（2）申請本人のみが撮影されたもの。

（3）提出日前6か月以内に撮影されたもの。

（4）写真の内寸（顔・頭部の位置）

施行規則別表第3の2に規定する写真の各寸法に適合するもの。（写真全体に対する

顔の大きさ、中心位置、上部余白の各寸法）

（5）無帽で正面を向いたもの。

宗教上又は医療上の理由により着用物がある場合、当該理由に係る陳述書（任意様

式）を記載させること。

ただし、顔を覆う部分が大きく、同一人性の確認の妨げになるものは認めない。

（6）背景（影を含む）がないもの。

宗教上の理由等により着用物がある場合、顔の上に影がないこと。

背景は無地（単色）であればよく、色は特に指定しない

（7）鮮明であること。

写真の焦点があっていること、しみ、汚れ、ステープラーの針又は穴等がないこと、

デジタルカメラで撮影されたものは写真の解像度が適切であること。

（注）出入国在留管理庁ホームページに掲載している申請用写真の見本・事例集を参照。

3 不適当な写真が提出された場合の措置

在留資格認定証明書交付申請において、前記2（1）から（7）までの要件に適合しな

い写真が提出された場合は、直ちに、受付担当官が申請人に対し、適正な写真の要件を示

し、要件に適合する写真を提出しない限り、在留資格認定証明書は交付しない旨説明した

上で、再度前記要件に適合する写真を提出するように指示する。

なお、後日写真を郵送で提出する場合には、新たな写真の裏面に氏名、申請番号を記入

－14－



第9編 入国事前審査

するように案内する。

4 立証資料

（1）立証資料の提出

ア 申請の受付に当たっては、施行規則別表第3に規定する立証資料の提出を求める

（第12編「在留資格」参照）。

（注1）扶養者と被扶養者が同時に申請する場合又は入国形態及び入国目的が同一であ

る複数の者が同時に申請する場合において、立証資料の内容が共通すると認めら

れるときは、申請本人の氏名を連記した資料各一部を提出することを認めて差し

支えない。

（注2）立証資料は、可能な範囲で日本工業規格A列4番による原本又は写しの提出を

求める。

イ 過去の申請における資料の転用は次のとおりとする。

（ア）過去の申請における資料を転用することを申請人又は招へい機関（者）が希望す

る場合には、過去のどの申請のどの資料を当該申請の資料として提出することを希

望するのかを明らかにさせた願出書（参考様式1）の提出を求める。

資料の転用を希望する旨の書面の提出があった申請を受付した場合には、速やか

に過去の申請から資料の特定を行い、当該資料の確認（真偽等の資料情報を含

む。）ができ、かつ、転用することに問題がない場合には資料の提出を省略して審

査する。ただし、当該資料の確認ができない場合又は転用する ことが適当でない場

合には、速やかに提出期限を定めて追完資料の提出を求める。

なお、「特定技能」の在留資格における資料の転用については、「特定技能外国

人受入れに関する運用要領」に添付されている提出書類一覧・確認表をも:って、願

出書とする。

（イ）原則として、転用を希望する資料が、申請日からさかのぼって1年以内に発行又

は作成されている資料については、転用を認めて審査を行うものとするが、次に該

当する資料については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

① 有効期間が定められている資料

申請日において有効期間を経過していないこと。

② 本要領第12編に掲げる各在留資格の立証資料の項に別段の定め（「発行後3

か月以内のもの」、「申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は必要で

ない。」等）のある資料

申請日において要領に規定する期間を経過していないこと。
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③ 在留資格認定証明書交付申請に係る写真

過去に提出されている写真の転用は認めない。

（注1）申請人が資料の転用を希望する過去の申請については、その審査結果が不交

付又は不許可であるか否かを問わない。

（注2）本邦の公私の機関との雇用契約に基づく活動に係る在留資格認定証明書交付

申請案件に関し、過去3年間にわたり当該機関に係る外国人の入国・在留諸申

請において、不交付。不許可となったことがない機関、又は株式上場企業若し

くはこれと同程度の規模を有する機関との契約に基づいて活動を行うことを目

的とする案件については、提出を求める立証資料のうち雇用機関に関するもの

は、特に必要と認める場合を除き、過去1年以内に提出がなされ、かつ、内容

に変更がない限り、願出書の提出がない場合であっても、過去に提出された資

料により審査する。

ウ 提出資料が外国語で作成されている場合の取扱いは次のとおりとする。

提出資料が外国語により作成されている場合は、施行規則第62条の規定により訳文

の添付を求めるが、当該資料が英文で作成されており、次のいずれかに該当する場合

には訳文の提出を求めない。

（ア）過去に訳文添付の上提出された資料と同一の資料

（イ）パンフレット等一般に英語で作成の上配布されている資料

（ウ）在職証明書、卒業証明書、法人登記簿謄本、雇用契約書など定型的な文書であっ

て、専門的知識を必要とする用語や内容を含まない資料

エ カテゴリーの判断

一部の在留資格については、所属機関等によりカテゴリー別に立証資料が異なって

いることから、そのカテゴリーの判断については、次のとおりとする。

（ア）カテゴリー分けを証する文書については、所属機関等がいずれのカテゴリーに属

するかを確認するため、その写しの提出を求める。ただし、所属機関等が公益法人、

国、地方公共団体等でカテゴリーが明らかである場合は、その写しの提出を求める

ことを要しない。

（イ）カテゴリー分けの立証資料は第12編を参照のこと。

オ 海外の大学の卒業予定者に係る在留資格認定証明書交付申請の取扱い

海外の大学の卒業予定者について、次の要件を満たすものは、学歴要件に係る文書

として卒業見込み証明書の提出があった場合、在留資格認定証明書交付申請を受け付

けて差し支えない。
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(ア）対象者

本邦の企業等への就職が内定した海外の大学に在学する外国人学生であって、在

学中の大学を卒業する前に就労資格に係る在留資格認定証明書交付申請を行う者の

うち、次の①及び②の要件を満たす卒業見込証明書（注）を提出したもの（概ね1

か月以内に卒業証明書を提出する旨誓約している場合に限る。）。

① 申請本人の卒業見込年月日が明示されていること

② 申請本人の履修・専攻科目が明示されていること

（注）当該申請本人が現在在籍している大学を卒業する見込みであることを証明す

る文書をいう。海外の大学の場合、卒業見込証明書に相当する文書としてどの

ようなものがあるのか必ずしも明らかでなく、また、発行の要件も明らかでは

ないが、前記①及び②のいずれも満たすものに限りで本邦の大学発行に係る卒

業見込証明書と同等の文書として取り扱うこととする。反対に、前記①及び②

のいずれかに該当しないものは、本邦の大学が発行する卒業見込証明書と同等

の文書とはいえず、本件取扱いの対象には入らない。

(イ）取扱い

① 申請の受付

前記（ア）の対象者からの在留資格認定証明書交付申請時の学歴に係る立証資

料については、卒業見込証明書の提出をもって受け付けて差し支えないこととす

る。

この場合、卒業証明書を申請の受付日から概ね1か月以内に提出することを誓

約させるとともに、同期間内に卒業証明書の提出がなければ、大学卒業の事実が

確認できない者として処分することとなる旨説明する。

② 審査

i 学歴について、卒業見込みに係る教育機関が本邦の大学に相当するもので

あるか否かを確認する（第12編第2章第4を参照のこと。）。

ii iにより本邦の大学に相当する教育機関であると確認された場合は、提出

された卒業見込証明書を卒業証明書とみなして審査を行い、在留資格認定証明

書交付の適否の判断を行う。

③ 処分

i 前記②の審査の結果、交付相当と判断される場合は、卒業証明書の提出が

あるまで処分を保留する。

1 卒業証明書の提出があった場合には、当該証明書の内容を確認し、偽造の
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疑いがある等の問題がなければ、交付処分として第4節により措置する。

なお、申請の受付から概ね1か月以内に卒業証明書の提出がなく、指導し

ても提出がないときは、大学卒業が確認できない者として処分する（注）。

（注）上陸基準省令に規定する一定年数の実務経験が許可要件とされている

活動にあっては、当該実務経験を有すること等が認められない限り、こ

れらの在留資格に係る上陸基準省令に適合しないものとして不交付処分

することとなる。

（2）立証資料の追完

施行規則に定める立証資料を具備していない申請であっても、早期に追完が可能と判

断される場合は、速やかに追完すべき旨指示した上で受付することができる。

（注1）追完資料の提出を求める場合は、資料提出通知書（別記第1号様式）により提

出期限を定めて提出を求め、同通知書の写しを当該案件に編てつする。

（注2）資料の追完を求める場合は、審査上必要な範囲に限定する。

5 返信用封筒（定型封筒に宛先を明記の上、送付用の切手（簡易書留分）を貼付したも

の）

申請人が出頭による在留資格認定証明書の交付を希望する場合は提出不要として差し支

えない。

（注）提出資料の留意点

入国・在留審査における各種提出資料に係る留意点は次のとおり。

（1）「証する文書」と「明らかにする資料」の違い

「証する文書」とは、それが第三者的立場で作成されるなど社会通念に照ら

して客観性を有することが認められると判断できる文書をいい、必ずしも政府

関係機関等の公的機関からの証明に限られるものではない。

一方、「明らかにする資料」は、申請人が自身で作成した資料や既存の資料

でも足りる場合があるという点で「証する文書」とは異なる。

（2）提出することができない資料（証明書）の取扱い

各国の法制度が異なり提出できない資料がある場合において、資料を提出で

きない理由に合理性が認められ、かつ、それに代わる適当な資料の提出がある

ときは、当該資料をもって代えることができる。

3 受付に伴う措置

1 申請書記載内容の点検

申請書の記載内容を点検し、不備がある場合は、申請人に補正させる。

第3
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（注）前記第2の1を参照。

2 外国人出入国情報システム（以下、「FEIS」という。）への入力

（1）申請書の区分別に、申請受付番号、受付年月日、氏名、性別、国籍等必要事項をFE

ISへ入力するとともに、受付日ごとに進行管理簿（速報版）を出力する。

（2）申請受付番号は、申請種類別に、申請を受付した順に暦年別一連番号とする。

（注）申請受付番号は、地方局等又は出張所の記号、認定証明書の「認」の字、申請書

の使用区分別記号、受付年（西暦下2桁）及び番号の順に付し、各記号は次のとお

りとする。

ア 地方局等

地方局等にあっては、地方局文書取扱細則に定める文書記号の第2字目（審査部門

が複数に分かれている地方局等にあっては、原則として第2字目及び第3字目）の文

字

イ 出張所

原則として、文書取扱細則に定める文書記号の第2宇目及び第3宇目の文字を付す。

ウ 受付年月日は、申請を受付した年月日を西暦により入力する。

（申請受付番号の例）

東京出入国在留管理局 東労一認I 12-1234

東京出入国在留管理局横浜支局 横留認N12-1234

東京出入国在留管理局宇都宮出張所 東宇認T12-1234

広島出入国在留管理局 広認R12-1234

3 受付票の交付

申請を受付したときは、その事実を申請人に対して明らかにするために、申請受付票

（別記第3号様式）に所定事項を記入するとともに、適宜、受付庁名印又は入国審査官認

証印を押印し交付する。

なお、多数の申請を一括して受付する場合（例えば、教育機関から多数の留学生に係る

申請を受付する場合など）は、必ずしも申請受付票を交付する必要はないが、適宜の方法

で、当該申請を受付したことが確認できるよう措置した上で受付する。

4 官用欄の記載

官用欄には、受付年月日、申請受付番号等を記載する。

5 地方局等への送付

申請を受付した出張所は、申請書等を地方局等に送付する（専決することとされている

案件を除く。）。
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第3節 審査

第1 審査の方式

申請を受付したときは、申請内容の信ぴょう性、在留資格該当性、基準省令に定める基

準への適合性及び上陸拒否事由該当の有無を審査する。

1 基礎調査

簿溌謬蕊掴

霞謹釧

2 資料の追加提出を要する案件についての措置

（1）提出された立証資料だけでは在留資格該当性又は基準適合性の判断を行うことが困難

である場合は、速やかに申請人又は申請取次者に対し文書により提出期限を定めて資料

の追加提出を求める。

I 導鰯職鍵溌曾潮

醸蕊磯譲蕊醸錦瀧溌聯蕊霧瀞鳶,蕊雛篭霧漁騨蕊蕊驚鐸霞潔蕊蕊霧琴翻蕊謹遡

溌謬謬繊耀蕊灘溌溌騨蹴蟻鰯蕊溌溌鑿識瀧綴驚灘11’

’ 霧壷蕊露蕊蕊;Z爾蕪電密＝
司 ＝

‘藻
→剤 ’蕊蕊墓

（注）資料の追加提出を求める場合の手続は、第2節第2の4（2）に準じる。

（2）提出期限までに資料の提出がない場合は、現に提出されている資料に基づき審査する。

3 実態調査

（1）立証資料。基礎調査等の審査により実態を把握する必要性があると思料される案件に

ついては、実態調査を行う。

（2）実態調査を行ったときは、実態調査報告書（第11編別記第5号様式）を速やかに作

成する。

第2 事案概要害の作成

1 作成

所要の審査を終了したときは、別記第4号様式又は別記第5号様式により、認定した事

実及び第12編における審査上の留意点等を踏まえ、これに基づく措置方針を記載した事

案概要書を作成する。

(注）①

② 霧驚蕊灘溌霧蕊蕊溌蕊議瀧溺鮮蕊溌購

…
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蕊繍識溌蕊剰

2 記載上の留意事項

「留学」の在留資格及び「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留

資格（一定の要件を満たす者のものに限る。第10編第2章第2節第2の3参照。）に係る

事案概要書を作成する際は、在留資格認定証明書の交付の許否に併せて、出入国港におい

て資格外活動許可申請がなされれば許可しても差し支えないか否かの意見を添えることと

する。

その他の留意事項は、第10編第1章第3節第2の2参照。

第3 申請案件の移管

1 申請受付後に申請人が他の地方局等又は出張所の管轄又は分担する地域に転出した場合

等申請を受付した地方局等又は出張所において審査を継続することが適当でないと認めら

れる場合には、申請人の転出先を管轄又は分担する地方局等又は出張所に当該案件を移管

する（専決することとされている案件に限る。）。

（注）移管の場合には、移管年月日を電算入力するとともに、移管年月日及び移管先を進

行管理簿（速報版）に記載する。

2 前記1により申請案件の移管を受けた地方局等又は出張所は、第2節第3の2に準じ、

新たな申請番号をもって所定の事項を電算入力するほか、移管を受けた年月日及び移管元

の地方局等又は出張所の名称を進行管理簿（速報版）の備考欄に記載する。

3 移管を受けた地方局等又は出張所においては、自庁において申請を受付した場合と同様

に措置する。

第4節 処分

第1 交付

地方局等の長又は出張所の長はく次の要領により在留資格認定証明書（施行規則別記第

6号の4様式）を作成した上､申請人又は申請取次者に郵送するbなお、申請人から希望

があった場合は、出頭を求めて交付する（出張所の長にあっては、専決することとされて

いる案件に限る。以下同じ。）。

1 番号は、申請受付番号と同一の番号を記入する。

2 写真欄には、申請本人の写真をFEISに取り込み印刷する。
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3 特定活動の在留資格については、在留資格の欄に「特定活動」と記入するとともに、括

弧書きで該当する告示の号数を次の例により記入する。

また、「定住者」の在留資格については、在留資格の欄にI定住者」と記入するととも

に、括弧書きで該当する告示の号数及びイからホまでのいずれかの記号を次の例により記

入する。

（例）外交官の個人的使用人の場合 特定活動（告示一の一)(1年）

日系三世の未成年未婚の実子の場合 定住者（告示6号ハ）

4 「性別」については、旅券の性別欄の記載が「X」である場合、性別欄の選択表示「○」

が印字されないようFEIS上の性別欄を「不詳」として入力する。また、備考欄には

「旅券上の性別表記はXである」旨記載する。

5 「国籍。地域」欄には、国籍・地域を証明する文書を提示する者については、当該国籍

・地域を記入し、国籍・地域を証明する文書の提示がない者については、原則として申請

書に記載された国籍・地域を記入する。

6 「年月日」欄には、当該証明書の作成年月日を西暦で記入する。

7 「在留資格」欄には、在留資格及び在留期間を記入する。

8 その他在留資格認定証明書用紙に所要の記載を行う。

’ 避塑謹霧蕊溌蕊議 瀞蕊 ’9

｜ 撫溌蕊騨溌露蕊熱蕊§瀧駕蕊艤蕊懸羅鰯嬢蕊霧懸艤蕊蕊瀞蕊蕊燃 I

li蕊謹蕊童綜“雪壹:零一審: Ef;

’ 謹聴驚雛 蕊簿蕊鰯懲溺鐸(注）①

｜

’

鐵耀懲騒総…職灘饗蕊 ’

懲織 ’

‘霧蕊溌騒職騨灘蕊識羅識織驫熱溌驫繍蕊蕊謝

’ 臘鶴蕊懲鐘 蕊瀞驚溺吟エーーー ー ■ － 可 ＝＝ 一一

曝認霧蕊譲識誹綴:i蘇篭蕊？覇

②’

瞳蕊灘鰯識織懲繍期

|瀧議蕊蕊蕊蕊蕊霧蕊灘 蕊謹璽謹鐙蕊鑿鬮

……議溌簿灘鍵職鵜鰯鞭騨騨鞭灘鰯蕊灘潮

厩
葎舞
替’ 寧零鱈鳶雛謝

|…鍵蝿乳織襲翻

－22－



第9編 入国事前審査

10 「留学」の在留資格及び「教育」く「技術・人文知識。国際業務」又は「技能」の在留

資格（一定の要件を満たす者のものに限る。第10編第2章第2節第2の3参照。）に係る

在留資格認定証明書を作成する際、同証明書の交付の許否に係る決裁に合わせ、出入国港

で上陸許可に引き続いて資格外活動許可を与えることが適当であると判断したときは、特

段の措置は執らない。

|蕊霞議蕊蕊 蝉蕊溺蕊蕊調■

’ 篭蹴箪蕊譲識蕊鐵羅識謹 鑑，

》鑑

[蜂雪亭 #"|

|慧議籍蕊蕊購麓撹蕊識蕊蕊｡塵霧蕊麓霧蕊溌識臘騒議蕊 織聡遥識鎌、
､ ~ ← ~

妃

竺琢ユ ーー上＝癖dT

- 一 一 一一’ 曝露4蕊罵蕊脇職嬢蕊

||露溺鰯露灘織職撚懲;鏑鶴蕊鰯躍識譲蕊識縫鑿鐵鵜霧&曲"?,"-嵐､jと蕊謂(注）

‐二耀蕊鐙鰐蕊蕊鐘蕊良蝋蕊葦誤蕊騒蕊鐸蘂鐙蝋蕊謹蕊嬢．“≧、＝二l

l

l

1
国 .可

隠懸灘鶴蕊溌雛鍵識繊徽灘,織螺議舗$職i鰄息盤蟻錨撫難御“・ 〆劉”，､ 聰

懇鐵籟餓蕊豊 ’蟻 節、蕊#蕊1全舞錘一鮫リ‘毒篝
ア

鷺

蕊蕊#迩墨今箪蕊…鑿遥測灘蕊蕊蕊 ゞ__－－－璽饗鯉x鑿“ ’
11

鑑

一』

蝋;皇"皇鶴鍵綱鐙鱗糠 愛蕊溌､|嶋識蟻籔.4蕊当1牙‘黙\蓮‘,蕨ご_鋼f‐．§可や● _4-‐1息

’

11 出入国港において新規に上陸許可を受けた留学生及び地方公共団体等と雇用契約を締結

している者（「技能」の在留資格をもって在留する者にあっては、スポーツの指導に係る

技能を要する業務に従事するものに限る。）は当該許可に引き続いて資格外活動許可の申

請を行うことが可能となること等を所属機関に対して周知するため、「留学」の在留資格

及び「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格（一定の要件を満

たす者のものに限る。第10編第2章第2節第2の3参照。）に係る在留資格認定証明書を

交付する際は、次の（1）から（4）までの事項を案内する。この場合において、案内す

る内容を盛り込んだ案内文書及び資格外活動許可申請書の様式（施行規則別記第29号の

4様式又は別記第29号の4の2様式）を添付して交付することとして差し支えない。

（1）「留学」の在留資格及び「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在

留資格を決定された中長期在留者のうち上記の一定の要件を満たすものは、出入国港に

おいて、新規の上陸許可に引き続いて資格外活動許可を申請することができるので、対

象者に周知すること。

（2）出入国港における資格外活動許可の申請は、添付の申請書（施行規則別記第29号の

4様式又は別記第29号の4の2）をもって行うこととなり、同申請書の宛名は出入国
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第9編 入国事前審査

港を管轄する地方出入国在留管理局長となる（例：成田空港の場合は「東京出入国在留

管理局長」、関西空港の場合は「大阪出入国在留管理局長」。）。なお、申請に係る活

動の内容を明らかにする書類等の提出は必要ない。

（3）出入国港における資格外活動許可の申請の手順については、当該出入国港の入国審査

官等の指示に従うこと。

（4）出入国港における資格外活動許可は、施行規則第19条第5項第1号又は第2号に規

定する1週28時間以内等を条件等する包括的なものに限定される。

12 「特定技能」の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付するに当たっては、同証明書

の作成に合わせて、「特定技能1号」又は「特定技能2号」に定める活動を行うことがで

きる本邦の公私の機関及び特定産業分野を指定する指定書（施行規則第31号の4様式）

を作成し、当該指定書を在留資格認定証明書の裏面左上にステイプラーで留めた上、指定

書と在留資格認定証明書を入国審査官認証印で割り印する。

なお、当該指定書は、上陸許可の際に入国審査官が入国審査官認証印を押印した上で、

旅券にステイプラーで添付して交付することとなることから、指定書の表面には入国審査

官認証印を押印しないこと。

13 在留資格認定証明書の作成に当たり誤記等が生じた場合は、当該証明書用紙を廃棄し、

新たな用紙により在留資格認定証明書を作成する。

第2 不交付

地方局等の長又は出張所の長は、不交付とするときは、在留資格認定証明書不交付通知

書（別記第6号様式）を作成した上、申請人に郵送する。なお、申請人から希望があった

場合は、出頭を求めて交付する。

（注1）不交付理由を記載するに当たっては、本編第4章「各種不利益処分の理由・内容の

具体的記載」を参照する。

（注2）在留資格認定証明書の性格上、入管法第7条第1項第2号に掲げる条件に適合しな

いときは、これを交付する余地はないが、案件によっては、在留資格認定証明書を交

付することはできないものの、人道上その他の理由から査証協議の結果、査証が発給

される場合もあるので、そのような事案については、関係者に対し、在留資格認定証

明書の交付を受けられなくても在外公館において査証申請を行うことは可能である旨

を説明する。

第3 終止

地方局等の長又は出張所の長は、次の場合には審査を終止する。

（注）当該案件が本庁等に進達又は請訓中である場合は、当該終止について速やかに本庁
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等に報告する。

1 申請人が申請を取り下げたとき

（注）申請人から申請を取り下げたい旨の意思表示が行われた場合は、郵送又は出頭により、

取下書（参考様式2、任意の様式でも可）の提出を求める。

2 申請本人が死亡したとき

第4 FEISへの入力

処分を行ったときは、FEI Sへ次の事項を入力する。

1 処分区分、処分年月日（郵送により取下書の提出があった場合は、地方出入国在留管理

官署に書類が到達した日）、処分事由、在留資格・期間、在留目的

2 出頭交付若しくは出頭不交付通知、郵送交付若しくは郵送不交付通知又は終止の別

3 在留資格認定証明書若しくは在留資格認定証明書不交付通知書の交付（郵送）年月日又

は終止決定年月日

第5節 在留資格認定証明書の再交付

地方局等の長又は出張所の長は、申請人から、申請本人の上陸申請前に有効期間内にある在

留資格認定証明書をき損 ･汚損、紛失・滅失したとの申出があった場合は、次により措置する。

第1 再交付等の手順

き損・汚損の場合は、き損・汚損した在留資格認定証明書、再交付の申出書（任意様

式）を提出させ、当初の交付番号、作成年月日により在留資格認定証明書を再交付する。

この場合、在留資格認定証明書の右肩に「再交付」と朱書きし、再交付年月日を記載す

る‘。

なお、紛失・滅失の場合は、第2節に定めるところにより新たな申請（再申請）を行わ

せる。ただし、立証資料は先の申請時に提出されたものを準用することができる。

第2 再交付後の処理

再交付を行ったときは、申出書を光ディスクに入力し、再交付の事実及び再交付年月日

を進行管理簿（速報版）の備考欄に記載する。

第6節 在留資格認定証明書の取消し

第1 取消し事由
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在留資格認定証明書の取消しは、在留資格認定証明書を交付した後、申請本人が交付の

時点において当該申請につき入管法第7条第1項第2号又は同項第4号に掲げる条件に適

合していないことが判明した場合に行う。

2 取消し

1 在留資格認定証明書取消しの決定は、当該証明書を交付した地方局等の長又は出張所の

長が行う。

2 取消しの手続

（1）在留資格認定証明書の取消しは、次の要領により行う。

ア 申請人が当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は出張所の管轄又は分

担する区域内にいるときは、当該処分庁が取消しを行う。

イ 申請人がアの区域外にいるときは、当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局

等の長又は出張所の長は、当該申請人の所在地等を管轄する地方局等又は出張所の長

に申請本人の国籍、氏名、生年月日及び性別、当該在留資格認定証明書の交付年月日

及び番号並びに取消し理由を記載した文書により依頼して取消しを行う。

この場合において、依頼に基づき取消し手続を執った地方局等又は出張所の長は、

依頼を行った地方局等の長又は出張所の長に対しその旨を通知する。

ウ 申請人の所在地等が不明である等の理由により取消しの通知を行うことができない

場合には、当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は出張所の長は、申請

本人が入管法第6条第2項による上陸の申請を行うことが見込まれる地方局等又は出

張所の長に対し取消しを依頼する。

エ 在留資格認定証明書の取消しを行うときは、在留資格認定証明書取消通知書（別記

第7号様式）により申請人に通知し、出頭を求め、又は郵送により当該在留資格認定

証明書を返納させる。

（2）在留資格認定証明書を取り消したときは、進行管理簿（速報版）に取消し年月日及び

取消理由を朱書きする。

（注）取消しに係る資料は、光ディスクに入力する。

3 在留資格認定証明書取消し後の不交付通知

在留資格認定証明書の取消し後の当該申請に対する処分通知については、処分の効力を

処分時に遡って取り消す場合であっても、改めて不交付処分通知は行わない。

なお、取消し処分に当たっては、取消通知書にその理由を明記する。

第2

第3
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第7節 団体用在留資格認定証明書

第1 団体用在留資格認定証明書の交付対象

次のいずれにも該当すること。

1 おおむね15名以上の外国人をもって構成される団体で、その構成員が同一の在外公館

に対し査証申請を行い、かつ、同時に上陸の申請をすることが確実であるとして全構成員

について同時に在留資格認定証明書の交付申請がなされたものであること

（注）申請受付後、当該団体が各グループに分割された結果、15名未満になった場合にも

団体用在留資格認定証明書を交付して差し支えない。

2 団体の全員が「興行」又は「研修」の在留資格に係る同一の活動で、次のいずれかに該

当するものであること

（1）在留資格「興行」

ア バレエ等の舞踊

イ オペラ、オペレッタ、ミュージカル

ウ オーケストラ、コンサート

エ サーカス

オ スポーッ

カ ファッションショー

キ その他アから力までに準ずると認められる活動

（2）在留資格「研修」

ア 研修期間が3月以内のもの

イ 研修を事業として行う機関で特殊法人等の公的機関に準ずる機関が継続的に実施す

る研修に参加するもの

第2 団体用在留資格認定証明害の作成

団体用在留資格認定証明書（施行規則別記第6号の5様式）及びその別紙（施行規則別

記第6号の6様式）の作成は、次の要領による。

1 番号欄には当該団体に係る申請受付番号のうち最も若いものを記入する。

（注）申請受付の時点で団体用在留資格認定証明書を交付することが相当と判断される場合

は、第2節第3に定めるところにより措置する。

2 写真は、あらかじめ申請人に対し裏面に氏名を記入の上提出させることとし、FEIS

に取り込んだ後は、散逸することのないよう適宜な方法で団体ごとに申請書とともに保管
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する。

3 団体用在留資格認定証明書の別紙記入後の余白には斜線を記入する。

4 団体用在留資格認定証明書の上部と、代表者の申請書官用欄との間に契印し、団体用在

留資格認定証明書と別紙の上部2か所をステイプラーで編てつの上、同証明書裏面と別紙

上部とを入国審査官認証印により契印する。

（注）別紙が複数ある場合は、各葉に契印する。

5 団体用在留資格認定証明書を作成した場合は、その写しを作成し、申請書類とともに当

該団体ごとに保管する。

第3 団体用在留資格認定証明書の再交付

地方局等の長又は出張所の長は、申請人から紛失・滅失又はき損・汚損を理由に有効期

間内にある団体用在留資格認定証明書の再交付等の申出があった場合は、第5節のとおり

措置する。

ただし、この場合において、写真の提出I理しない。

第4 団体用在留資格認定証明書の別紙に記載された者のうち一部の者について取消しを行う

場合の取扱い

1 団体用在留資格認定証明書の別紙に記載された者のうち、その一部の者について同証明

書の交付の取消しを行うときは、在留資格認定証明書取消通知書（別記第7号様式）によ

り申請人に通知し、当該証明書を速やかに返納させる。

2 返納された団体用在留資格認定証明書の取り消された申請本人の部分を朱線によって削

除し、削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上申請人に返還する。

（注）団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取消しを受けた申請人の番号、取消年

月日及び取消事実を朱書きする。

第5 団体からの分離

1 交付後、申請人から、団体の構成員の中に疾病その他やむを得ない事情により他の構成

員と同時に上陸の申請ができないことを理由に団体から分離の申し出があった場合におい

て、地方局等の長又は出張所の長が適当と判断したときは、同時に上陸の申請ができない

者を団体から分離することができる。

（注）分離の結果、団体構成員数が15名未満となっても他の構成員についてはなお団体用

在留資格認定証明書事案として取り扱い、分離した者を朱線によって削除し、削除した

箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上で、削除年月日を朱書きする。

この場合においては、分離した者に対する在留資格認定証明書は、次により作成する。

① 証明書用紙は、個人用の在留資格認定証明書（施行規則別記第6号の4様式）を使
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用する6

② 日付は分離前の団体用在留資格認定証明書と同一のもの.とする｡

③ 写真は、FEISに取り込んだ写真を印刷する。

2 交付後、申請人から、団体の構成員の中に疾病その他の事情により入国をとりやめると

の申出があった場合は、団体用在留資格認定証明書を提出させ、当該入国をとりやめた申

請本人の部分を朱線によって削除し、削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を

押なつした上で、申請人に返還する。

(注）団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取下げをした申請人の番号、取下げ年

月日及び「取下げ」を朱書きする。

第8節 記録の保管等

第1 保管する資料

保管する資料は、申請書、在留資格認定証明書交付申請の審査の過程において作成又は

受付した書類等在留関係の審査に参考になるものとする。

第2 記録の取扱い

1 作成

申請書等保管する資料については、光ディスクに入力することにより記録を作成する。

2 保管・廃棄

（1）光ディスクへ入力された記録は、別途指示するまでの間保管する。

（2）光ディスクへの入力を終えた申請書等の原本については､廃棄する。’

マ
ノ
ノ
刊 ｜

’

第3 返信用封筒の取扱い

申請人が出頭して在留資格認定証明書の交付を受けたこと等により、第2節第2の3に

より提出を受けた郵便切手を貼付した返信用封筒を使用しなかった場合には、申請人に返

却することとする。この場合において、申請代理人の所属する会社の倒産、住所移転等に

よる送付先の不明等により返却ができない場合には、台帳を作成するなどして記録した上

で保存する。

第4 在留資格認定証明書に誤記を発見した場合の在外公館の取扱い

1 在外公館において在留資格認定証明書の記載内容に疑義を発見した場合、在外公館は外

－29
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務省外国人課に照会し、照会内容の確認を本庁（在留管理支援部在留管理課）に依頼する。

本庁においては、確認結果を外務省外国人課に回答し、在外公館に転報する。

2 1により在留資格認定証明書に誤記が確認された場合、在外公館は当該項目を訂正し、

訂正箇所にシールプレスをする。更に在留資格認定証明書裏面又は余白に訂正事実を記載

し、査証用シールスタンプを押すこととしている。
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第3章 査証事前協議事務

第1節 受 付

第1 受付

地方局等の長又は出張所の長は、本庁から査証事前協議事務に係る指示を受けたときは、

受付に伴う措置等をとった上、審査を開始する。

第2 受付に伴う措置

1 FEISへの入力

本庁から指示文書の送付を受けたときは、氏名、性別．国籍・地域、協議番号（クリア

ランス番号）等の必要事項を電算入力する。

（参考)|{ ’

“灘鶴謹灘篭溌竪;熱蕊“議議‘:識＊ 鐸IL

榊1

藩
! ■､＝~－■■E－G－ 弓で － －鄙幹子ロー~=

皇蕊翰礪雲圭：
‐一 一 一 二

’

’ ’

’皇呈r＝

I

『

韮,

’

’ ’辱亀今 銀. 耳亀．.唾

’ 蕊蕊
型一 一』 一 一 _ラテ’

蕊諦塞鐸蕊､； ’

面
・
罐

歩
弛
汽
杢

一
一
ざ
６
．

画

僻
→
挙此

一

画
。
ｌ
・

。●』私
雪・二

－０Ｆ一瞳要謹謹篭蕊

’ ’4§“ 抄_鍔』ｻP 識.､『‐鴎唖や-. :1F

’ ！騒鍵鐸塁嘩員騒騒蕊迩"f 註'壜 欝識
&

淫f皇一一一吋 一 ‘'f二こ

2 審査資料の点検

査証申請書のほか、在留資格。在留期間の決定の立証資料の項に掲げる書類の提出がな

されているか否かの点検を行い、提出書類の不備があるときは、関係者に対し第2章第2

節第2の4（2）に準じて不足書類の提出を求める。
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第2節 審 査

第1 審査の方式

審査は、第2章第3節に準じて行う

第2 進達

1 蕊鍵睡瀞遥蕊撚…翻鍛髄
r▲

’

螺:露 噂醤劉

’ 『繕蕊零 蕊霧蕊 ’

2

’蓮雪蕊
扉

鼬,J

第3 上陸のための条件に適合していない者に係る査証事前協議終了者の取扱い

’｜:｜

’ 懲溺，‘侭｡華 零 露: 『誇悪[:？
’癖 驚簿蝉野ド ’

’

趣熱吟“工＃
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ザ
雪

脅
Ｔ
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繍一畠畠
』

鰯鯛剤
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悪
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叶
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“

ｂ

ザ

苧
嘩

轌
澤

醗
・
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・
睦

強灸倒溌惨
‐
壹
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『
ユ
Ｂ
｜
，
轌
忌
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Ｔ
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ふ

み』一
二王
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』｜
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麹

’ 享蕊 蟹" 〆 ぞ、哨忌参噌露葛蕊蕊認＝ ﾛ ｰ判 呆 巳一 一言ヰーー二一一一三 ’
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’ 識噸溌難：'IIM!｢ $" ．
｜

’
l 中

’ 蕊蜜蕊 蕊蕊謹蕊窒星琴話霊議蕊 霧蕊溌 島：識 ’(注’

’ 溌驚
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第3節 在留資格。在留期間の決定

在留資格及び在留期間は、第12編「在留資格」に基づき決定する。

第4節 審査終了後の措置

第1 審査結果の回答

’■■■
｜

'

’

’
|

’｜'

’ ’

’ロ■

2■■■

’

’ ’

’ ｜’

第2 FEISへの入力

専決案件の報告又は進達を行ったときは、FEISに審査結果を電算入力する。

（注）前記第1の2により本庁から意見書の写しが送付されたときは、当該決定に基づき

入力項目を修正する。

第5節 記録の保管

査証事前協議に係る審査を終了したときは、第2章第8節に準じて記録を保管する。
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第4章 各種不利益処分の理由・内容の具体的記載

第1節 留意事項等

第1 不利益処分の理由としては、適合しない許可又は交付の要件とその根拠となる事実を

記載する。

第2 根拠となる事実は、事案により異なるものであるところ、本記載例にないものについ

ては、本記載例と同程度の具体性をもって記載する。

第3 根拠となる事実が複数ある場合には、判明している事実をすべて記載する。

|聯灘鰯醸蕊瀞蕊(注）

’ 鱗騨露譲需‘

|騨嬢懸蕊霊識認§鍵蕊義寒溌霧霞蕊霧蕊塗篭謹蕊婁藤蕊溌通す蓮 ’

|鰯爵騨鱗嬢講蕊箪灘鰯籍謹鴬鞍,"IIE課4
.- F』L 匙

啄‘酔〆き…；
’

’ 露薙蕊羅蕊鍔畜職ゞ蕊職溌偶､.蟻…蝿:11 ､f鎚
間1 "ロﾛ

w斑7 ’第4 》

｜
'瀞

隠謹蕊譜謹鐘鍵謹
3典下ず巻.~､鴬＆‘ゞ

院 －

，－虫霞漉､‐ ず ’

第2節 不交付理由の記載例

第1 在留資格該当性によるもの

（適合しない要件）

申請に係る活動が「○○」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第○の下欄に

定められている（身分又は地位を有する者としての）活動に該当するとは認められません。

"e ac"""es' ,svrated in 幼e app"catio" are deemed "or to come ""士rthe

ac"""es of reside"ce ( ノ'stip"Zated in幼eZo"巴r･ coZ""" o宏妨e rmigra"o" Cb"r

rol a"d "efijgee l?ecog"i趣o〃』4c t a rtached ta6Ze｡

I

（根拠となる事実）

1 「宗教」 派遣機関が外国の宗教団体とは認められません。

妬e diSpatc〃"gOr君召"iza "o〃ズs士emed "oオto be a fbreig"

re"g･ious orEa"iza tio".
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｢報道j 申請に係る活動は、報道上の活動とは認められません。

"e ac"""es sratedズ〃坊ea"Zica"o" az-e "emed "ot ro

be jbumalｽst ac"""es.

｢経営・管理」

行おうとする事業を行うために必要な設備が整っているとは認められま

せん。

"e eq"jpme" t req"ired to starr tbe 6"smess is *emed

"ot to be szIfricie""y r･ea"

｢技術・人文知識・国際業務」

ア 従事しようとする業務が、自然科学の分野若しくは人文科学の分野に

属する知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考若しくは

感受性を必要とする業務のいずれにも該当するとは認められません。

"e ac"""es to be co""cted az-e "emed "or to r汐9"rek

〃owIe"e"〃a趣raJ scje"ce or･力皿a"ｺ″esoz-"o[廼力tS OrSenS

ズ〃""es based o" a fb""ぬ麺on offbreig刀C"〃are･

イ 従事しようとする業務は、他の在留資格（教育）に該当する活動であ

ると認められ、かつ同在留資格に係る、出入国管理及び難民認定法第7

条第1項第2号の基準を定める省令の法別表第一の二の表の教育の項の

下欄に掲げる活動の項の下欄第1号イに適合しません。

"e ac"""es ro be co"血cred are "e"e㎡to come ""r

a虚rrbren t sra t"s of residb"ce (Ihs tr"c rorJ,加オ坊e a""canr

mes "o t meet幼e cz-ire"a pr･o"*d fbr ""たr-恥.Z-bfbrthe

s ta tus of resi北"cさぞI]7str･"ctor" stip"Ia tedm 的e雌msterial

0r･di"a"ce加擾r･ovide fbr･ Cr･iteria Azrs"a"t ro Ar･"cIe Z

Paragraph I (2ノof the rmmrgra " o" Co" tr･ol a"d "ef"gee

"ec"TTi tio〃』c士．

‘｢企業内転勤」

ア 本邦に事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員とは認めら

れません。

"eappJica“ おdeemed "or to be a" empZoyee of a

加smess offrce of a pr"ate or pu〃ｽCOZ召己"iza "o"i〃afbreign

cozmtryy "i餉力as a b"si"ess officei〃Japa"．

2

3

届I
■■■■

5
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イ 転勤先が「本邦にある事業所」であるとは認められません。

"e ofrice ro "ich幼e app"ca"r is bemg tr冠"sfbrreぴお

dbemed "ot ro be a bzIsｽ"ess oirrce m ｡ﾉapa"，戒r”has bee" e

stab互並edby thepz･iwate orp妨亙c orga"zatｽo" to "rch he

or she belo"gs.

ウ 「期間を定めて」転勤するとは認められません。

"e app"ca〃オゴs deemed "or to be Zz五厘sfbzrr"g fbr、a

〃五xed pe"od of tme. "'

エ 本邦にある事業所に転勤するとは認められません。

"e app"ca"tお*emed "ot to be tra"smzri"g to a b"siness

ofrrce血ノ嵐p固"・

ア 介護福祉士の資格を有しているとは認められません。

イ 従事しようとする業務が介護又は介護の指導を行う業務に該当すると

は認められません。

ア 申請に係る活動は興行に係る活動又はその他の芸能活動のいずれにも

該当するとは認められません。

"e ac"""es srated in 幼e app"ca tio" are能me〃〃ot

ro be perfbrma"ce ac"""es or other enterraZ"me"亡ac"""es.

イ 出演先は、「興行」に係る活動を行うことができる設備を有している

とは認められません。

鰯e危""ty aォ"ic方鹸e app"ca"t's pe㎡brwnce Zs to

take place is "e"ed "ot幼have rhe eq"jpme" "eeded加CO"曲砿

the ac"I,f"es of' ｡b"ter"i""“茜.”

ウ 招へい機関の過去の活動状況からみて本邦において行おうとする活動

が興行に係る活動又はその他の芸能活動とは認められません。

〃唯ｺ"g a-o切妨e pasr z-ecoz･* of･ the ac"""es of "e

i"vi""g or習窟"izatro", "e ac"""es to be perずりrnedズ〃Japa"

are dee"ed "or to be perfbr"a"ce or e"tertamme〃tac """es,

エ 出演先の過去の活動状況からみて本邦において行おうとする活動を行

うことが主たる活動であるとは認められません。

〃唯i"gかo皿妨e past z-ecoz-* of･ tbe ac"""es o宏妨e

危""" at城Zch功e app"ca" t ' s perfbrma"ce rs to raAe pZace,

｢介護」6

｢興行」7
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"e pz"por･ted ac"""es to be co"血cred i" Japa" are "emed

"or to be "e mam ac"""es to be co"ぬc te4

｢技能」 従事しようとする業務は、熟練した技能を要する業務とは認められ

ません。

妬e ac"""es ro be co"血c ted are dbemed "o r to req"re

sOphistica red ski"s.

｢特定技能1号」 従事しようとする業務は、特定産業分野に属する相当程度の知識又

は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません。

"e ac"vitJr tﾙe app"ca"t rs to engage m is "emed "ot to

6e a" activi" "ecessitaガ"g ski"s tha t req"ir･e the co"sifr召斑e

a"o"r of ATTomle*e or e"erie"ceズ刀幼e specr庫eam九s triaZ

重rel4

｢特定技能2号」 従事しようとする業務は、特定産業分野に属する熟練した技能を要

する業務とは認められません。

"e ac""な 坊eappJrca"tｽS tOe"gagemZs曲e"ed "or

to be a" ac""" "ecessira趣"g proficie"t s""s i〃幼eSp

ecズガeゴズ"醜Istr･jaI freJ4

｢技能実習1号イ」「技能実習1号ロ」

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて、

講習を受け、及び技能等に係る業務に従事するものであるとは認めら

れません。

｢技能実習2号イ」「技能実習2号ロ」「技能実習3号イ」「技能実習3号ロ」

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて、

技能等に係る業務に従事するものであるとは認められません。

｢文化活動」 申請に係る活動は、学術上の活動、芸術上の活動、我が国特有の文

化若しくは技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受け

てこれを修得する活動のいずれにも該当するとは認められません。

7he ac迩迩趣es srared血 幼e app"ca tio" are "emed "o t

to come ""r acade"c ac"""eS, artおガc act""ieS, Speci通C

s&"dfes o〃J白pa"ese cul tzIr･e or artS, or ac"""esオo acq"iz-e

8

9

10

11l

il2

13
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．ﾉapa"ese c"I ture or arts ""fr･幼e g"""ce of e"7erts.

過去の出入国歴・経歴（学歴を含む。）からみて、大学等の教育機

関において教育を受けることが主たる活動とは認められません。

〃牢r"g a､om "e pasr e"try a"‘企parrur･e recor･* a"d

perso"aj "story‘"C血鈑"g academfc r･ecordS), s"dy at a" e

"ca"onal i"s""tio" s"ch as a zmiversrty is *eme㎡〃ot

to be the "am pzzrpose of ac"""

ア 受入れ機関の過去の研修生受入状況からみて、提出された研修計画に

従って研修が実施されるとは認められません。

〃牢i"g fz-om the past recordg of "e orga"iza"o"'s

acc"""ce of tr召i"eeS, trammg is "o t recog刀〃ed as beijﾌg

condJc tedズnaCCOLr曲"ce"幼 妨eS画加r雄ed"五mr"gprDgram.

イ 過去の出入国歴から、本邦において研修を受けることが主たる目的と

は認められません。

〃屯i"g fr･o勿妨epasr enrrya"‘"parmz-e r･ecords o宏妨e

app"ca"均 幼ezmfr窓ひj"g of trai""9 r" .ﾉ白pa" is "emed "ot

to be the mai" purpose of. ac"""

｢留学」14

｢研修」15

その他の記載例

ア 本邦に上陸しようとする外国人が本邦において行おうとする活動は、

「○○」の在留資格について法務大臣があらかじめ告示をもって定めた

活動（地位を有する者としての活動）とは認められません。

me activｽ趣es血 妨rch Me app"canrゴ〃ren兆すo e"gage i"

、ノョpa" are "ot ac"""es / ac""ties based o〃坊e perso"aZ re.I

aガo"ship or s ta "s "sig"a re㎡by Me脆"ｽster of.ﾉZJs"cei〃幼

e OfrrciaI "ze"e as .z-egar応 坊e stams of. resr北"ce( ノ．

イ （○○）からみて、本邦で安定的・継続的に「○○」の在留資格に該

当する活動を行うものとは認められません。

（注）（）内には、報酬、芸術の実績、投資に係る資産等を記入する。

．"地ｺ"gかo〃（ ノ, tbere are grozm" fDr s'"micio〃幼ar

"e app"ca〃オ”皿noオe"gage i" ac"vズガes I"7dez- Me sra r"s

ofZ-eSide"Ce ( ノズ〃a stable a"d co"力"UoZjs勿a"ner m

、ﾉapa".

16

38



第9編 入国事前審査

(適合しない要件）

申請に係る活動が虚偽のものでないとは認められません。

"e ac"""es stateｺｽ刀妨e app"ca"o" are "e"ed "ot " be加"a fi*,

（根拠となる事実）

1 本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信ぴょう性があ

るとは認められません。

Jiﾉ牢ingfr･o〃功e past recozW of e"錘z…ar･"re a"d stay o壬妨e app"ca"均

"e s"""e"ts血 越e a""ca"o" are "e"ed "or to 6e cz汐壺6歩.

2 提出資料の記載内容（○○）に矛盾が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認め

られません。

（注）（）内には、具体的な記載内容を記入する。

Afe to thei"cα"sis tencjesズ〃鋤e s"teme"tSm 坊e s"""ted ma terｽaIs (ノ，

"e co〃ｵe"rS O歪妨e app"ca"o" are deemed "ot to be cre壺虹e、

3 提出資料（○○）の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認

められません。

（注）（）内には、具体的な提出資料名を記入する。

"ea口幼e""crty of the s"b""ted "ate"aJs ( ノ本i" ""Zh a"d the

COnｵe"応of' "e appIｽca "o" ar･e "e"ed no t ro be cr℃虚6Z e.

第2 上陸許可基準適合性によるもの

「○○」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法の第7条第1項第2号の基準

を定める省令の定める基準第○号○に適合するとは認められません。

"e app"ca"t is "emed "ot ro "eet rhe crirerra pLz'.o""df1ru"fr肌ﾌ．

（ノfbr the sfa"s of resjdbnce ( ノ“ゎ唾ared i〃幼e Wnis teziaZ ar㎡ma"ce

ro A-owi* fbr Criteria PIzrszza"t to ""cJe Z mragraph I" of rhe rmmigr召迩”

Cb" "oJ a"d "efigee "cognズガo〃jct.

該当する基準を列挙し又は同基準の写しを添付する。これらによっても不明瞭である場

合は、各在留資格について、次の具体例を記載する。

1 「経営・管理」（1）事業所として使用する施設は個人の住居用のものであり、設備、

使用状況からみても本邦に事業所が確保されているとは認められま

せん。

Si"ce the fac江並y to be zJsed is deemed to be a

39－
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r･esr先"泣ald"e皿mg a"d j""i"g rr･o" the eq"ipme"r a"d IJse,

the req"ire"e"r that a" offfce血廼pa" be es ta〃ｽ鋤ed is

〃or Z.ecog刀ized as ha ""g 6ee〃趣I迩皿ed

（2）在職中の職員は（○○）であり、常勤職員2名以上が従事して営

まれている規模のものとは認められません。また、資本金の額又は

出資の総額が500万円以上であるとも認められません。

（注）（）内には、「○名は非常勤」等を記入する。

"e emZoyee (b) curwre""y employed by "e 6"si"ess

co"cemedrS/br･e ( ノJa"‘幼erefbre the re9"Zre"e" t Ma r

坊e加si"ess ""st be "ai"ramed o" ,g"ch a 'gca形 妨ata〃ﾌ"加"〃

oftwofiI亙一rmPe皿]loyees az-e emloyedお〃o t r･ecog"zed

as ha""g 6ee" fIII痘皿e乱 肌ｸreOVe_n a〃ズ〃yestme" t of 5

”〃ro"yen or."O7．e奉 咋e"ed no t ro ha ye 6ee〃ma咋,"e r･e

“〃eゴ〃r"麺umcap"al or "taZ amo""r of im'estme"t of. 5

""fo" ye〃QrmOreお〃“ 生e〃ed to have bee〃ma咋．

（3）申請に係る本邦において行おうとする活動は事業の管理に従事す

るものと認められるところ、事業の経営又は管理について3年以上

の経験があるとは認められません。

"eズnre"ぬJac""" sratedズ〃幼e app"ca"o刀如

engage m ma"agement of､加smess bas bee" recog"ize4 6"t i t

has "or 6ee" es""isbed that the app"ca"t has at Zeas芯rhree

yearTs ' ejmerrenceズ〃坊e meZa㎡" or ma"agemelT 4 of 6"smess.

活動を行おうとする機関は、医療機関（又は薬局）とは認められません。

泌eゴ"s迩麺”o"at城ich tbe app"canオi"te"ぬ ”〃ひ磁海d

ee"ed "or to be a "edfcal ms"""O"/bharmacJ,&

識・国際業務」「企業内転勤」

｢医療」2

｢技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」

（1）報酬は（○○）であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同

等額以上とは認められません。

（注）（）内には、具体的金額を記入する。

me ""olmt of r･e"zz"er召迩o"rs ( ノ，戒Zcカズs咋emed

nor ro be a" a切り"te"al toor"ore thanaJ圏pa"ese na tio"aZ

〃ひ"Id receive fbr comara6"〃or火

3

-4m
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（2）従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識

に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育

を受けているとは認められません。

"e app"ca〃オ左刀or recqgmzed ag ha""g gra"a ted

"oma "rver""ora〃・e9""Ze"オ血s減”虚o〃施妨a"a.ﾉor

i" a s"6jbc t rela ted to ski"s or k"oIFIe*e "ecessa〃んr

the prOposed ac″泣迩es．

（3）従事しようとする業務について、10年以上の実務経験を有して

いるとは認められません。

me amIｽca"tゴs士emed "" to have at leasオmyearS
l

emeriencer刀餓e proposed ac"""esb

（1）2年以上の外国における経験を有するものとは認められません。
,

"e app"cantズs*mejnot to ha" ar least rIMo years

e辱ﾌerie"ce a6zTadズ〃幼e tJ77es of､perfbrma"ce m 城ic方he

or she i"re"ぬto engage.

（2）出演する施設は、風営法に規定する営業を営む施設であるところ、

専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いるとは認められません。

"e rbci" " a t "ich "e pmposed perfbrza"ce is to

takepZace has bee" recog"ized as bemg regUIa red 6y the L

a"O〃助錘"ess "Ja ""g ｵo"b近c肋zaZS,加芯〃 んeS "ot

e皿〕Zoy a 唖"麺zmof､通ve emloyees ImOse血竝es areprz

"ar"ymai ""g o" c"stomers.

（1）料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我

が国において特殊なものについての実務経験を有しているとは認め

られません。

"e app"ca"オズs dee"ed "ot to haw'e pzactical e"e"e"ce

fbrs腫血si〃んreig" coo〃"gOr･prepara "o" of fbod

or･rgr"a趣"g ahroad

（2）実務経験を10年以上有するとは認められません。

"e app"cant左 咋emed "ot to have aオIeast IOァFars
J

prac"caZ exper･ie"ce.

｢興行」4

｢技能」5

-41－
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（1）従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要と

する技能を有していることが証明されているとは認められません。

"e app"ca"t is dee"ed "or " haye prove〃幼at he/bhe

has the sk"Zs "at req"re a co"sidbra"e amo""t of､k"o〃

Ze唯Sor.exper.ｽe"ce, "icb are "ecessary fbr･ "e ac"""

、 幼e app"ca〃麺srOengagem．

（2）「技能実習2号」において修得した技能が、従事しようとする業

務において要する技能と関連性があるとは認められず、従事しよう

とする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しよ

うとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されてい

るとは認められません。

"e s""s acq"redズ〃ケゼchzricaI血芯ern乃沼血i"96〃〃

ar･e *emed "o t to be cQzz-eJa ted to the s""s req"red血 妨e

ac t""y油i妨 妨e app"cant is to e"gage in, "d the app"camお

昨emed "ot to have pr､oI'e" that he/bhe has Me ski"sオルat

r-eq"ire a co"sifrabZe amo"" t of k"o"形牽Gor･ experre"ce,

肋icharenecessazy rbr the activi〃 幼e app"ca"t本 加e"gagem,

or thar he/hhe bas theノapa"ese la"gzIage s""s "ecwessary

rbr """gズ〃ノョpa" a"d Me、ﾉapa"ese Ja"g"age sAガノs

"ecessary fbr "e ac""" "at he/kheズS to engage Z".

（3）「技能実習2号」を良好に修了しているものとは認められず、従

事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする

技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び

従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明

されていません。

"eaF碩近ca"t is "e"eJ"ot to have s"ccess""Jr co"Z"ed "'

たch"icaZ Ihtez刀遊aｽ"ｽ"96〃鋤; aj7d "ot 加力aPe plroVen妨詑

he/hhe bas "e鍬迩Zs "at req"Zre a co"srder画虹ea"oIz"オof､

k"omle*e or emerie"ce, 戒ich are "ecessarγ 宛r 幼e

ac""" "e app"ca"t is ro e"gageズ"，or "ar heムカehag

the.ﾉapa"ese la"g"age sAZ"s "ecessary fbr " ""g i〃Japa"

｢特定技能1号」3

42
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a"d the｡ﾉapa"ese langzJage sAｺ皿s "ecessary fbr the ac"""

"ar he/She rs to e"gage Z"．

（4）本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必

要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められま

せん。

"e app"ca"t is "emed "ot ro haU'e prove〃坊at he/台ﾙe

hajg the .ﾉ匂pa"ese Iangzjage sAｺ〃s "ecessary fbr Iかi"gi〃

．ﾉapa"a"‘幼e japa"ese la"g"age s""s "ecessary far the a

c""" that he/bhefs toengagem．

（5）「特定技能1号」の在留資格をもって在留した期間が通算して5

年を超えているため認められません。

"e appZｽCa"ォ's per･iodo宏忘tay"坊 幼e sfa r"s of r･esr

た"ceo笠．即eci力ed SW"ed Marfez- (iノ笠s *emed ro haM'e

reached MecunrzIIa " ve amo" t of 5 year･s.

（6） （ ） において遵守すべき手続を経ているとは認められません。

"e a""ca"オズs先e"ed "ot have fb"o"ed "e pr℃cem"･

es "Zch "eed to be com』red"妨血 （ ノ．

（注）（）内には申請本人が国籍又は住所を有する国又は地域を

記入する。

（1）従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有しているとは認

められません。

7Ze app"ca"オズs士emed "ot to haye "e proffcfe"t ski

"s re9"red rbr･ the ac""" he/台heis toengagei".
●

（2）（）において遵守すべき手続を経ているとは認められません。

"e app"ca"tお 曲emed "o t to ha ve m"o"cJ幼e proced

ur･eS勅rc方need ro be com"e㎡""m ( ノ．

（注）（）内には申請本人が国籍又は住所を有する国又は地域を

記入する。

技能実習法第8条第1項の規定に基づいて技能実習計画の認定を受けて

｢特定技能2号」7

8 「技能実習」

いるものとは認められません。

9 「留学」

（1）生活費用を支弁するための十分な資産、奨学金その他の手段を有

－4剰 一
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しているとは認められません。

"e app"ca"オゴs生emed "ot to have sufffcｽe"tfimm,

a schorarship, or other mea"s of smport to "eet expe"ses

妨迦eゴn．ﾉapa".

（2）経費を支弁しようとする者の（○○）からみて、確実な経費の支

弁手段を有するとは認められません。

（注）（○○）には、所得のほか、本邦に上陸しようとする外国人

との関係、過去の他の留学生への経費支弁状況等を記入する。

"屯Z"g fro" the 6"co"e/"e rela"o"ship液妨 妨e

app"can〃Me past recoras of pa""g fbr tbe e"enses of orher

st"*n tsノof tbe perso" s ta ted as paymg fbr･ the appZIca" t'S

eXpe"SeS,立 本"ot recog刀ized tha t the expe"ses施皿be pa"

（1）修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみに

よっては修得できないものとは認められません。

" is "o t recog"zed "a t "e tech"ologｱｼski"s a"〃

or AJToIFIe*e城ich "e app"c "t i"te"たオo acq"re can"o

t be acq"red "ro昭力repe迩迩o〃o歪幼e S""e〃"dof"ひ敵も

（2）帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に

従事することが予定されているとは認められません。

"e a""ca"t is "o recOgnized as bej"g sche血彫4

after remm to "s or･ her･ ho"e co"trZ ro iwazA i" a jD6

tha t req"ｽres the tech"oIogy> s""s a"d/br- AIzo"た唯e

acq"r･edr〃.ﾉ圏pa".

（3）修得しようとする技術、技能又は知識が、住所を有する地域にお

いて修得することが不可能又は困難なものであるものとは認められ

ません。

泌e rechnologうりs""s or･ k"omle"e to be ac9"redin

Japa" is "or recog"zed as bei"g i"possi〃e or･ dffrrcult

to ac9"re r〃幼e cou""Jr j〃妨Zch Me app"ca" t resrdes.

『研修」IIO

『○○」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するとは|家族滞在」IⅡ’
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認められません。

" is "ot recOgmzed Zbat the app"cant "" "I'e i〃J自pa"as

a mpe"""tO歪めe pezgo" z･esi迩姥ズnJ匂pa""妨 妨e stat"

sof､reSZ士"ce ( ノ．

第3 特定技能基準省令適合性によるもの

本邦に上陸しようとする外国人は、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の

基準等を定める省令第○条第○項第○号に適合するとは認められません。

該当する基準を列挙し又は同基準の写しを添付する。（これらによっても不明瞭である場

合は、次の具体例を記載する。）

（1）所定労働時間が （ ） であり、所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と

同等であるとは認められません。

"e pr･escr･ibed wo畝r"ghoursare ( ノ，a"d "ey are *emed "ot fo be eq"

ivale"t to坊eprescrr6ed IForgAmg hozIr･s of r･eg"Iar･"Dr洲rer･s emloyed勿 妨e or

ga"za"o" of affi"a"on.

（注） （）内には、具体的時間数を記入する。

（2）報酬が（○○）であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められ

ません。

"e a"ozz"r of. ren7""era"o〃ズs( ノ，”ich is deemed not to be an amo""t

eq"al toormore tha"a.ノョpa"ese "a "o"aZ〃D"Id recerve rbr･ comara"e Jmrf,

（注）（）内には、具体的金額を記入する。

（3）所属機関の （ ） からみて、事業を安定的に継続し、特定技能雇用契約を確実に履行

し得る財政的基盤を有しているとは認められません。

〃本i"g金ロ〃幼e( ノof"eor窓謬"za "o" of arrr"a "o", the ozga"za r

Zon of affrZja "o〃たdee"ed "ot to haye "e "ecessary窟"a"cial base to e"s"

z-e s"61e co"減""a"o" of. "e b"si"esS, a"d re"a"e perfbrza"ce of the emlo

Jme"オco"tracr fbr Specrfied sk迩膨d wor火Grs‘

（4）特定技能所属機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守しているとは

認められません。

"eor笘互""a減oJz of afri"a tion of "ecifred s""ed worfezF is *emed "oオ"have

4閥 一
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com"ed "妨 妨e pro"sio"s of Ja"s rela ted to jabor) sociaノ加s砿･a"ce a"乱超丞

上陸拒否事由に該当するもの

本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第○号に

定める上陸拒否事由に該当しています。

"e a""ca"オ危皿su""r･o"e of "e items of血"ｽaJofla"飯"g stip"Iared

i〃Ar泣c"易 砲ragraphI(Oノof the l]mmigra tio〃の"な｡oI a"d ReftWee recog"立io" Act,

第4

入管法第5条第1項の写しを添付する。

－4昭
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第5章 別 表

出張所分担区域

令和6年4月1日現在

1 東京出入国在留管理局

出 張 所 分 担 区 域

在留審査、在留カード 認定証明書

東京都、神奈川県相模原市、山梨県立 川 同 左

さいたま 埼玉県 同 左

千 葉 千葉県、茨城県 同 左

千葉県、茨城県

東京都荒川区、足立区、葛飾区、江戸ﾉll区

松 戸 圃 左

水 茨城県、栃木県戸 同 左

宇 都 宮 栃木県、茨城県、群馬県 同 左

高 群馬県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県崎 同 左

長野県、新潟県長 野 同 左

新 潟 新潟県 同 左

山梨県、長野県甲 府 同｜左

O 横浜支局

出 張 所 分 担 区 域

在留審査、在留カード 認定証明書

同 左川 崎 神奈川県

東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

2 大阪出入国在留管理局

出 張 所 分 担 区 域

在留審査、在留カード

京都府、滋賀県

認定証明書

同 左
一目

月ミ 都

舞鶴 港 京都府、兵庫県 同 左

奈 良 奈良県、和歌山県 同 左

－47－
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|同左
I

和歌山県、奈良県和 歌 山

同 左滋賀県、京都府大 津

O 神戸支局

出 張 所 分 担 区 域

認定証明書在留審査、在留カード

同 左兵庫県姫 路 港

3 名古屋出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

認定証明書在留審査、在留カード

同 左愛知県豊 橋 港

同 左四日市港

県
県

重
岡

三
静

同 左浜 松

同 左静岡県

福井県、石川県

富山県、岐阜県

静 岡

同 左福 井

同 左富 山

同 左石川県、富山県金 沢

同 左岐阜県岐 阜

4 広島出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

認定証明書在留審査、在留カード

岡山県

島根県

島根県、広島県

鳥取県

島根県

鳥取県

同 左広島県、

山口県、

山口県、

岡山県、

鳥取県、

島根県、

福 山

同 左下 関

同 左周 南

同 左岡 山

同 左境 港

同 左松 江
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’ ’
境 港 鳥取県、島根県 同 左

｜
｜
’松 江 島根県、鳥取県 同 左

Ｉ

5 幅岡出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

在留審査、在留カード 認定証明書

福岡県、大分県北 九 州 同 左

佐 賀 佐賀県、福岡県、長崎県 同 左

同 左長崎県、佐賀県長 崎

同 左長崎県対 ・馬

大分県、熊本県、宮崎県大 分 同｜左

熊本県、福岡県、大分県、宮崎県 同 左熊 本

鹿児島県、熊本県、宮崎県鹿 児 島 同 左

同 左宮崎県、熊本県宮 崎

O 那覇支局

分 担 区 域出 張 所

在留審査、在留カード 認定証明書

嘉 手 納 同 左沖縄県

沖縄県宮古島市、宮古郡 同 左宮 古 島

沖縄県石垣市､八重山郡 同 左石 垣 港

6 仙台出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

在留審査、在留カード 認定証明書

福島県、山形県 同 左郡 山

酒 田 港 山形県、秋田県 同 左

盛 岡 岩手県、青森県、秋田県 同 左

秋田県、青森県、岩手県、山形県

青森県、秋田県、岩手県

秋
一
青

左
左

同
同

田
一
森

49－



第9編 入国事前審査

､

7 札幌出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

認定証明書在留審査、在留カード

同 左北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

旭 jll

同 左函館 港

同 左釧 路 港

同 左千歳苫小牧

同 左稚 内 港

B 高松出入国在留管理局

分 担 区 域出 張 所

認定証明書在留審査、在留カード

高知県

香川県、高知県

徳島県

同 左愛媛県、

徳島県、

高知県、

松 山

同 左小松島港

同 左知高

第6章 様 式

資料提出通知書

（削除）

申請受付票

事案概要書（簡易）

事案概要書

在留資格認定証明書不交付通知書

在留資格認定証明書取消通知書

（削除）

入国事前審査結果回答書

願出書

取下書

式
式

式
式

式
式

式
式

式
様

様
様

様
様

様
様

様
様

号
号

号
号

号
号

号
号

号
１

２
１

２
３

４
５

６
７

８
９

式
式

第
第

第
第

第
第

第
第

第
様

様
記

記
記

記
記

記
記

記
記

考
考

別
別

別
別

別
別

別
別

別
参

参
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別記第1号様式

資料提出通知書

年 月 日

殿

申請（番号 フ に関し，審査資料として下記の書類が必要です

日までに本状とともに送付又は御持参下さい。

あなたの

ので 月

二

局ロ

1

2

3

4

5

提出先 出入国在留管理局

審査部門

担当者 （ ）

電話 （ ）

注意：請求された資料を上記期日までに提出されないときは，特別の事情があると認

めた場合を除き，現に提出された資料によって許否を決定します。



別記第1号様式の2

NODOD3

Date:

To:

In refbrence to your application (No. ) , please Send or bring the fbllowing
documents and certiflcates with this sheet to our omce without fail bv

グ

DI

2

3

4

５
〕

Destination:

Division of Regional Immiration Bureau

OffiCer in charge ( )

Phone:

Note: Should you fail to submit the above requested dOcuments,certificates,etc., by the date

specified above,unless there are extenuating circumstances your application will be

considered only with refbrence to the documems which you have already submitted.



別記第3号様式

申 請 受 付 票

年 月 眉

番 号

氏 名

審査部門

支局・出張所

出入国在留管理局



別記第4号様式

性
性

今
口
今
口

適
適

１
４

１
１

７
７

法
法

適□，不適□（

適口，不適□（法5－1－（

…|有□,無口【

在留資格該当性｜|有□,無□
基準關画|有□,無□
適□，不適□‘

該当）

）

）

法7－1－2適合性

法7－1－3適合性

口法7－1－2に掲げる条件に適合し証明書交付相当

在留資格 （特定活動の概要

在留期間

〕

口証明書不交付相当

理由

口終止相当

理由

年 月 日 ⑳

」



別記第5号様式

年 月 日 管 第 号

事案概要書（請訓）

出入国在留管理局長 申請番号
一 一 一 一 一 一 一 ■■ 再 一 一 ■■ ■■ － ■■■■ ＝ 一 一 一 一 画 一 ■■ ■■ ＝ ＝

商
用

・
就
職

勉
学

研
修

興
行

同
居

そ
の

他
（

）

国籍

･地域

性別

年齢

男・女

歳

氏
名

二唖 ||滞在予定期間’

意
見

一 一 ■■ ＝ ー ー ＝ ー ■■ ＝ ■■ ■■ ー ー ■■ ■■ ■ ＝ ■■ 一 一 ＝ ー ニ ー ー ー ー ー ー ■■ ー ー ー ー ＝ ー ■■ ＝ ー ー 一 再 一 一 一 一 一 ＝ ー ■■ 一 一 ■■ ＝ ■■ 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 国 一 一 一 一 ■■ ー ＝ ■■ ■■ ー ＝ ■■ ■■ ■■ ー ー ■■ ｰ

一 一 一 ー ー ー ■■ － － ■■ 面 一 ■■ ＝ ■■ ー ＝ ＝ ■■ ■■ ｰ ■■ ＝ ■■ ■■ 毎 面 ー ■■ ｰ ＝ 一 一 ー 一 ＝ ‐ 一 一 ＝ ＝ 一 一 ~ ｰ 函 ＝ 一 一 ■■ ＝ ー ｰ ■■ 再 ■■ ｰ ＝ ■■ ＝ ﾛ■ ＝ ‐ ■■ ー ■■ ■■ ■■ ー ー ‐ ー ー 一 一 ＝ ＝ 一 ー 一 一 一 一 一 一 一

ー ■■ ー 一 一 一 幸 一 ー ‐ ｰ ■■ ー ｰ 一 ー ｰ 一 一 一 ■■ ■■ ＝ ■■ ー ー ■■ ■■ ー ー ‐ ー 一 画 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■■ ー ロ ー ■ 画 一 ■■ ー ＝ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ‐ ■■ ー ■■ ■■ ー ■■■ ‐ ■■ ~ ー ー ＝ ＝ ｰ － － 画 一 一 ー 一 一 ■■

一 一 ■■ ー ー ー 画 一 一 ■■ ■■ ＝ 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ■■ ■■ 一 一 一 回 ‐ ＝ 一 ‐ ■■ ー ■■ ‐ ‐ 一 一 ■■ ‐ ＝ 一 画 ＝ － ‐ ー ー ー － － － － － － ー ＝ ー ー ー ■■ ー ー ■■ ー ＝ ー ＝ 一 ＝ ■■ ＝ ー 一 ー ー 一 一 ■■ ＝ ﾛ■ 一 一 一 ー ■■

- - 口■ － － － － － ｰ － － － ■■ ー － － － － － － ■■ － ■■ ■■ ■■ － － ■1 － 口 ■■ ＝ ー ■■ ‐ － － ■■ ■■ ー ｰ 一 ■■ ＝ 一 画 一 一 一 一 一 面 － － ■■ ■■ ＝ ＝ ＝ ー ｰ ■■ ＝ 画 一 ■■ 画 ＝ ー ■■ ＝ 一 ■■ ー ＝ I■ － － 画 ー 専 一 一 一 ■■ ■

一 画 ■■ ー ニ ー ー ■■ ー ｰ ■■ ■■ ＝ ■■ ＝ ー ■■ ー ■■ ■■ 一 ー ＝ 一 一 一 一 坪 一 一 一 ■■ ＝ ＝ ■■ ■■ ■■ ＝ ■■ ー ■■ ■■ ー ■■ ー ■■ ー ｰ ｰ ー 一 一 一 一 ー 一 ‐ － ー ー ■一 ロー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ｰ 一 一 ｰ ＝ ｰ

－ － － 一 一 ■■ ＝ 一 一 ＝ ＝ ｰ ＝ 画 一 ＝ ■ ■■ ■ ‐ ■■ ー 一 一 ｰ ＝ ■■ ＝ 一 一 二 一 一 二 一 一 一 ー ｰ ｰ － ■■ ＝ ＝ ＝ ‐ ■■ ＝ 一 一 ■■ ｰ 壷 一 一 一 一 ■■ ー ー ■■ ＝ ＝ 一 一 ■■ 凸 一 一 一 一 一 一 F － ■■ 一 画 － ＝ ■■ﾛ■■ － － ＝ ﾛ■

一 ー 国 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ■■ 一 一 ■■ ー ■■ ー ｰ 一 一 一 一 ＝ ロ■ 口 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ■■ 一 一 一 ロ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 酉 一 一 一 一 ｰ ■一 戸 一 ■一 一 一 一 一 ■一 一 一 一 一 口－

記

事

一

K司

担
当
意

見

見

記

適 ｜ 不 適 ’ 不 ｜ 終終

統
括
審
査
官

首
席
審
査
官

載

欄

局 長

適 不

次 長

適 不

首席審査官

適 不

統括審査官

適 不



別記第6号様式

年 月 日

在 留 資 格 認 定 証 明 書 不 交 付 通 知 書

殿

国籍・地域 氏 名

（ 年 月 日付け， 申請番号 第 一 号）

あなたの（上記の者に係る）在留資格認定証明書交付申請については，下記の理由に

より，下記の要件に適合しないことから不交付と決定したので，通知します。

記

(適合しない要件）

(根拠となる事実）

出入国在留管理局長 ⑳

連絡先

(電話番号

出入国在留管理局

）

、



ゴ

別記第6号様式の2

NOTI CE

Date

DUo

NationaliW / Region

Name

This is to infblm you that the application fbr the Certincate of EligibiliW submitted on

behalf of the above mentioned person (dated , application no. )

has been denied because the requirements stated below have not been met fbr the fbllowing

reaSOpS，

Requirements

Reagons

Chief Of the Immigration Bureau

Regional lmmigration BureauContac t

Tel



別記第7号様式

年 月 日

在留資格認定証明書取消通知書

NOTICE OF CANCELLATION

殿

男Male

女Female1 氏名

Name FirstLast Middle

2 生年月日

Date of Birth

年

Year

月

Month

日

Day

3 国籍・地域

Nationality / Region

あなたに交付した在留資格認定証明書を下記の理由により取り消したので,通知します｡

It is hereby notifed that the Certificate of Eligibility issued to you is cancelled.

理 由

Reaaons

出入国在留管理局長 ⑳

Director General of the Regional Immigration Services Bureau



別記第9号様式

管○○○第○○○○号

○○年○○月○○日

外務省領事局外国人課長 殿

○○出入国在留管理局長 ④

入国事前審査結果回答

○○（国名）人○○○○（氏名）○○（国名）人○○○○（氏名）ほか○○名（協議番号○○一○○○○○）に

係る入国事前審査の結果，別紙記赦の内容の結論に達したので回答します。



別記第9号様式・別紙1

区分（適当・法別表第1の2の表関係）

協議番号｜国籍・地域|・氏 名 在留資格・期間

’

｜

■
■ ’Ⅱ

|－ 一一2

‐~■

二一 ’

Ｉ。 一■3

■■■■
一一 ■
■41

'

■件■名 ※｜
（注）区分（適当・法別表第1の2の表関係）の には法別表第1の1の表，同2の

表，同3の表，同5の表，法別表第2，留学及び研修を記載し，入国目的別に回答す

ること（家族滞在については，扶養する者の在留資格に応じた区分に含めて回答す

る｡)。



PP

別記第9号様式・別紙2

区分（不適当）

協議番号｜|国籍・地域｜氏 名 ｜｜不適当理由

|－ ｜
■

|1

|~~－－ ｜ －’2

’ ’

。3

一一 ’ ’4
8

■件■名 ※’ ’
(注）本様式は法別表第1の1の表，同2の表，同3の表，同5の表，法別表第2，留学

及び研修の各入国目的別に作成し回答すること（家族滞在については，扶養する者の

在留資格に応じた区分に含めて回答する｡)。



別記第9号様式・別紙3

区分（終止）

lll協議番号｜|国籍･地域｜民 名｜終止理由

’’ =－－－ ’ 1
｜

ト

ト

1

一一 ’ ’2

3

4

■件
（注）

■名 ※’

）本様式は法別表第1の1の表，同2の表，同3の表，同5の表，法別表第2，留学

及び研修の各入国目的別に作成し回答すること（家族滞在については，扶養する者の

在留資格に応じた区分に含めて回答する｡)。



タ

(参考書式）

年 月 日

出入国在留管理局長 殿

(申請人又は申請代理人署名）

願 出 書

月 日申請の（申請者氏名）の 申請に係る提出資料につ

きましては， 年 月 日申請（申請番号 ） において提

出した資料のうち，（資料名）を今次申請の提出資料として転用していただくこと

を願い出ます。なお，当該資料の内容に変更・更新はなく， 月 日現在に

おける最新の資料であることを申し添えます。

また，上記の資料について，追完依頼があった場合には，速やかに提出するこ

とを約束します。



参考様式2

年 月

( Year Month

日

Day)

申請取下書

(WithdraWal of Application )

出入国在留管理局長 あて

( To the director General of _ Regional Immigration Sevices Bureau )

国籍・地域 ( Nationality/Region)

氏 名(N a m e)

性 別(S e x)

生 年 月 日(Date of Birth)

申 請 日( Date of Application)

申 請 番 号< Application Number)

男 Male / 女Femal e

理 由( ReaSOn fbr Withdrawal of Application)

一 一 口一 一 一 － 一 一 ー ー ~ ー ー ー ‐ 面 一 一 － 一 ■■ ■■ ー ー ■■ ー ■■ ＝ U■ ■I ー ー q■ ー ー ■■ ＝ ﾛ■ ー ー ■■ ー ■ ー ■■ q■ ■■ 再 一 ■■ ‐ ■■ ｰ ■■■■ － － ■■ ー ■■ ‐ ＝ ー 一 ＝ ー ー 一 ＝ 一 一 ＝ ー ー 一 ｰ ｰ q■ q■ ■■ ~ ■■。■ ｰ ｰ ー ＝

的 一 一 戸 一 ■■ ー ー ー ｰ 一 画 一 一 一 画 一 一 ー ■■ ｰ 一 一■■■■ ー ＝ ＝ ー■■ 一 一■■ ‐ ー ｰ ■■ ー ー ■■ ー ー■■ ＝ ー ＝ ー ■■ ー ■■■■ ー ＝ 一 一 ＝ 一 一 一 ー ｰ ■■ 一 一 一 一 口 － ー ー ｰ ー ■■■■ ー 一 一 ■■ ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一

＝ ー ー ｰ ｰ ■■ ー 一 一 ■■ ー ＝ ー ■■■■■■ ー ＝ ■■ ー ー ー ー ＝ ー ー 一 一 ー ‐ ■■ 竺 一 一 一 一 司 面 一 一 一 ＝ 一 一 一 ＝ 一 口■ ＝ 一 ＝ ｰ 宮 一 一 一 一 画 一 一 一 画 ■一 一 一 一 面 一 一 一 一 一 一 一 一 ■ － － － － － － － － 角 一 一

ー ＝ ー ＝ ■■ ‐ ー 画 一 ＝ 画 一 ＝ ー ｰ ■■ ｰ 一 一 ー ー ー ー ＝ 国 一 一 ■■ ー ■■ ■■ ー ＝ 一 一 ー ＝ 一 一 一 一 ー 一 ー 一 一 ‐ 一 一 － 一 一 一■－ ■一 一 一 ＝ 一 一 一 一 一 ■－ －■－■一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ ー ー ~ ー ー ー 画 一 一ロ■

署名(Signature )


